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（午前９時５８分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから、総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、長田委員

を指名いたします。 

 それでは、先日に引き続きまして、認定

第１号所管分の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 おはようございます。 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 決算概要に沿って進めさせていただき

ます。 

 決算概要５ページ、市税の不納欠損約１，

０５８万円が計上されておりますが、令和

６年度の不納欠損の要因について、お教え

ください。 

 続いて、決算概要１２ページ、軽自動車

税です。軽自動車税は、自治体にとっても

重要な財源でございますけども、この税の

補足の部分です。ｅＬＴＡＸを主に使われ

ていると思いますが、ｅＬＴＡＸとは別に、

国土交通省で管理されているＭＯＴＡＳ

というデータベース、それから、民間で使

っている自賠責のデータベースがあると

思います。それぞれの相関関係を教えてい

ただきたいと思います。 

 そして、同じく１２ページ、市たばこ税

です。こちらも重要な財源でございます。

前年度に比べまして、２，７９９万５，２

４３円減となっております。まずは、その

要因について分析をお聞かせください。 

 続いて、少し飛びまして２７２ページ、

基金です。土地開発基金、令和６年度は未

執行になっておりますけども、これがどの

ような場合に使われるのか。使うときの見

極めについてお教えください。 

 ５番目です。決算概要１８ページ、市債

の部分です。約２２億７，０００万円とな

っていますけども、その前のところを見る

と、資金区分と利率が書かれています。利

率の高い借換債でいうと、１．９５％にな

っていますけども、どういうふうにして選

定しているのか。安いほうがいいので、選

定の仕方を、まずはお教えください。 

 それから、６番目です。５４ページ、資

産活用課になります。 

 事後保全が、年々増えているかと思いま

すが、まずは、予防保全への取組について

お教えください。 

 それから、７番目、５８ページ、情報政

策課です。令和６年度は情報セキュリティ

研修を行ったとありますけども、令和６年

度の取組についてお教えください。 

 それから、同じく５８ページ、情報政策

課、ＤＸの部分でオープンデータサイト、

ＢＯＤＩＫというものを使われていると

記載されておりますけども、そのＢＯＤＩ

Ｋについて、まずは、お教えださい。 

 ９番目、６０ページ、防災危機管理課で

す。 

 防犯カメラ設置事業について、令和６年

度は警察からの照会が４０３件ありまし

た。それについて、事務手続をお教えくだ

さい。 

 続いて、同じく防災危機管理課です。 

 ６０ページ、犯罪被害者等支援事業です。

こちらは、摂津市独自でやっている事業で

して、他市から視察に来るほどのしっかり

した事業だと捉えておりますけども、その

周知方法についてお教えください。 

 続いて、建設部に移ります。 

 決算概要２８ページ、土木費、道路橋り

ょう費、道路橋りょう総務費で、道路管理

瑕疵による損害賠償金４８万５，０７５円、

こちらについて、もう一度お教えください。 
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 そして、１２番目、１１８ページになり

ます。水みどり課ですけども、令和６年度

に内水氾濫のシミュレーションを行った

とあります。この内容についてお教えくだ

さい。 

 そして、１３番目、１３４ページです。

緑化推進事業について、令和６年度はどの

ような取組を行ったかを、お教えください。 

 それから、１４番目、１２８ページです。

道路管理課で、街路灯修繕事業について、

令和６年度の内容をお教えください。 

 １５番目、これも道路管理課で、駅前広

場施設管理事業です。千里丘駅東口の実施

設計で、約７，１４０万円計上して、約５，

７４５万円の執行となっております。 

こちらについては、要望とさせていただき

ます。千里丘駅西口の再開発があって、東

口も一緒にとのことですが、やはり摂津市

民が一番多く使うのは東口であって、西口

の７割から８割は吹田市民が使われてい

ると言われております。ですので、摂津市

にとっての顔は、千里丘駅東口だと僕は思

っています。ここについては、予算要求さ

れると思いますけども、必ず遂行するとい

う強い気持ちでやっていただきたいと思

っております。これは要望とさせていただ

きます。 

 同じく１２８ページ、１６番目になりま

す。正雀南千里丘線外２路線道路改良事業

について、進捗をお教えください。 

 続いて、１７番目、１３０ページ、都市

計画課、３Ｄ都市モデル活用事業です。令

和６年度の活用方針についてお教えくだ

さい。 

 それから、１８番目です。１３２ページ、

建築課で、先日もありましたけども、特定

空家についてです。いろいろ詳しくお教え

いただいたので、こちらも要望とします。

空き地及び空き家が、どんどん今後も増え

ていくだろうと思います。その中で特定空

家につながるものが、どうしても相続関係

で、非常に多いと考えています。そちらを

迅速に、その手前の部分からやって、特定

空家にならないように努めていただきた

いということで、これも要望とさせていた

だきます。 

 １９番目、１２６ページです。道路交通

課で、公共交通確保維持事業です。ハロー

サイクリングの取組、実証実験をやってい

ると思いますが、まずは、令和６年度の取

組についてお教えください。 

 そして、１２４ページに戻るんですけど

も、違法駐車追放事業です。こちらは令和

６年度１件のみの通報となっています。令

和６年度の取組についてお伺いします。 

 １回目、以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 藤原課長。 

○藤原納税課長 納税課に関わる質問番

号１番にお答えをさせていただきます。 

 不納欠損につきましては、可能な限り低

額にする必要があると、理解しております。 

 一方で、納税義務者の死亡や相続人の不

存在、法人の消滅など、やむを得ない理由

によりまして、徴収不能となる事例も一定

数存在いたします。 

 ここ数年の不納欠損の状況につきまし

ては、年度による差異はございますが、減

少傾向が続いております。この減少傾向が

続いておりますのは、滞納整理の強化等に

より、新たな未納の発生が抑制されている

ことによるものと考えております。 

 一方で、滞納整理には一定の期間を要す

ることもございますので、大幅な縮減に至

っていない状況でございます。 

 今後も、滞納発生の未然防止と早期徴収
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に努めまして、不納欠損の縮減に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 ２番目の御質問にお

答えいたします。 

 軽自動車税のｅＬＴＡＸと、その他シス

テムとの関係性の御質問であったかと思

います。まず、ｅＬＴＡＸにつきましては、

地方税ポータルシステムの呼称であり、地

方税に関する申告や納税の手続を、インタ

ーネットを利用して電子的に行うための

システムでございます。 

 地方共同法人であります地方税共同機

構が運営するものでございます。 

 次に、ＭＯＴＡＳでございますが、こち

らは、自動車の検査、登録業務に関する電

子情報処理システムの呼称で、自動車保有

関係手続のワンストップサービスを支え

る基盤システムの一つでございます。運営

は、国土交通省の管轄となります。 

 最後に、自賠責のデータベースでござい

ますが、主要なデータベースとしまして、

損害保険会社と共済団体が共同で運用す

るＯｎｅ－ＪＩＢＡＩというものがござ

います。こちらは、自賠責保険の契約手続

におけるデジタル化、効率化を目的として

おります。 

 以上のように、御質問いただきました各

システムにつきましては、異なる所管、目

的の下、設立・運用されているものと理解

しております。 

 続きまして、質問番号３番です。市たば

こ税の減少の要因でございます。令和６年

度市たばこ税につきましては、決算収入額

が７億７，１６６万７，３８２円となって

おりまして、３．５％減少しております。 

 この要因としましては、健康志向の高ま

りや受動喫煙防止の取組などを背景とし

た、たばこ離れ等が消費本数の減少につな

がっていると見ております。この傾向は、

今後も継続するものと見込んではおりま

すが、嗜好品であることから、当面緩やか

に減少していくものと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号４番、土地

開発基金の使い方についてでございます。

土地開発基金は、土地開発基金条例に、こ

の基金は公用もしくは公共の用に供する

土地または公共の利益のために取得する

必要のある土地を、あらかじめ取得するこ

とにより、事業の円滑な執行を図るために

設置すると定めております。 

 土地を購入する場合など、その会計年度

の予算に計上するのではなくて、その前に

先行して、基金を使って直接執行して購入

するということがございます。この場合は、

後年度の一般会計等の会計年度に予算計

上しまして、基金から買戻しをすることに

なります。 

 こういった土地の取得に際しましては、

先行して取得する必要性を、政策的に決定

していく必要があると思っております。で

すので、その事業の内容によって個別であ

るとは思いますけれども、そのときそのと

きで判断が必要と考えております。 

 質問番号５番、市債の発行の借入先の選

定の仕方についてでございます。この市債

の発行については、国の同意を得るときに、

その事業債の内容によって、借入れできる

資金先は決まってくるところもございま

す。また、借入れできる期間も決まってき

ます。 

 主に、財政融資資金等の政府資金であっ

たり、地方公共団体金融機構などの資金の
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場合は、期限が長く借りれる、その１回で、

後で借り換えということが生じない借り

方ができるところもありますが、実際には、

その借入日と借入期間によって、利率が示

されて決まってくることになっておりま

す。 

 そうした中で、資金としては、銀行資金

で発行してもよいという同意を得られた

場合は、その団体で、借入先となる銀行に

ついては、借入れの期間の条件を合わせて、

まとめて入札などの利率の競争、そういっ

たことをすることで、利率の低い借入先を

決める方法で選定をしてまいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号６番、予防

保全への取組についてでございます。こち

らにつきましては、毎年度、施設所管課と

連携した施設点検を実施しております。 

 具体的には、施設所管課に対して、点検

のための研修を実施して、それに基づいた

点検を実施していただいております。 

 点検において、評価が低い箇所につきま

しては、資産活用課の専門職で点検を行い

まして、改めて評価を行います。 

 最終的に、評価が低いところについては

予算化して、修繕につなげております。こ

のＰＤＣＡを毎年度回すことで、予防保全

の取組を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大西副理事。 

○大西総務部副理事 質問番号７番でご

ざいます。令和６年８月に、ＤＸ推進と情

報セキュリティ管理をテーマに研修を行

っております。受講者は、管理職４２名、

一般職員４１名となっております。また、

令和７年１月には、情報セキュリティポリ

シーに基づく外部サービス利用及び外部

委託に関する研修を実施し、管理職４２名、

一般職員３６名の受講となっております。 

 続きまして、質問番号８番でございます。

公益財団法人九州先端科学技術研究所が

運営しております、ＢＯＤＩＫというサイ

トで、市が一般的に公開しています統計要

覧のデータを提供しております。 

 ＢＯＤＩＫは、自治体が統一的な形式で

データを登録・公開できる仕組みとなって

おり、市民や企業などが自由に活用できる

ものとなっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号９番、防犯カ

メラのデータ照会及び事務手続につきま

しての御質問にお答えいたします。 

 照会につきましては、摂津警察署長名で、

画像データ利用照会書をいただいており

ます。画像の受渡しにつきまして、個別の

カメラ内に保存されている電子データの

うち、必要な日時のデータを、現地にて無

線通信でパソコンへダウンロードいただ

く形で提供させていただいております。 

 続きまして、質問番号１０番、犯罪被害

者等支援事業の制度の周知方法について

の御質問にお答えいたします。制度の周知

につきましては、紙のパンフレットを防災

危機管理課及び摂津警察署で配布してお

ります。 

 また、市民課にて、本市に転入された

方々に対しましても配布しているところ

でございます。そのほか犯罪被害者週間に

合わせまして、広報紙への掲載、広告つき

窓口案内システムでの表示、市公式ＬＩＮ

Ｅにて発信を行うなど、周知に努めている

ところでございます。 

 以上であります。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 
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○寺田建設部次長 質問番号１１番、道路

管理瑕疵による損害賠償金の内容につい

て答弁させていただきます。 

 まず、この案件でございますが、令和６

年２月４日に発生いたしました竹ノ鼻ガ

ード、摂津市千里丘四丁目、ＪＲ京都線の

地下道で、市道千里丘３７号線の側溝蓋、

鉄製でございますが、この跳ね上げによる

通行車両の破損事故でございます。 

 本件につきましては、令和６年６月議会

で御可決いただいておりますが、本市加入

の公益社団法人全国市有物件災害共済会

へ事故状況を報告をいたしまして協議の

上、過失相殺率の認定基準に基づきまして、

本市の過失割合が１００％と認定され、当

該車両損傷に対する修理費や修理期間に

おける代車費用などを合わせまして、損害

賠償金として支払うことで、相手方と合意

に至ったものでございます。 

 この原因といたしましては、鉄板蓋を支

えていた受け枠などの下部構造の経年劣

化と車両の衝撃、通行による衝撃荷重によ

りまして、連続して設置されております鉄

板蓋同士を溶接していた箇所が破断をい

たしており、鉄板蓋の跳ね上がりが生じた

と、推察いたしております。 

 根本対策といたしましては、劣化したコ

ンクリート製の側溝の鉄蓋を取り替え、車

両通行に耐え得る形で、路面排水を適切に

流すことでございます。現在も工事中でご

ざいますが、改善工事に取り組んでいると

ころでございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号１２番、内

水氾濫解析業務についての御質問にお答

えいたします。本業務は、近年頻発する局

所的な集中豪雨等による浸水被害のリス

クが増大している状況を踏まえ、番田水路

の流域における浸水シミュレーションを

行い、浸水発生の原因や問題点を把握し、

対策方針を検討することを目的として、実

施したものでございます。 

 令和６年度は、外水位と降雨の確率、ピ

ーク設定、番田水門の開閉を条件としまし

た１４ケースの浸水シミュレーションを

実施いたしました。 

 また、大阪府及び番田水路流域の本市と

茨木市、高槻市、神安土地改良区で構成す

る番田流域治水対策連絡会を２回開催し、

シミュレーション結果の共有や浸水対策

方針について意見交換を行いました。 

 続きまして、１３番目の緑化推進につい

ての御質問にお答えいたします。緑化推進

の令和６年度の取組といたしましては、主

に、市内に４７団体あるボランティア団体

の活動に対しまして、草花の苗や種、堆肥、

防虫剤等の原材料を提供することや植物

全般の栽培管理、花壇の管理などについて

助言や実技指導を行ってまいりました。 

 市内の緑化につきましては、市内では用

地がありませんので、花壇や緑地等を増や

していくことはできません。 

 したがいまして、現状の花壇や緑地等を

しっかりと維持管理していかなければな

らないと考えております。特に、花壇につ

きましては、ボランティア団体の活動に支

えられている状況で、ボランティア団体へ

の支援は欠かせないものと考えておりま

す。 

 引き続き、支援を実施してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号１４番、街路

灯修繕事業での取組内容のお問いでござ

いました。この事業の内容といたしまして
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は、市管理の道路照明施設、街路灯でござ

いますが、これを適正に維持管理し、夜間

における通行の安全確保を図るものとし

て進めさせていただいております。 

 灯具照明の灯具等の落下や照明柱倒壊

等による第三者被害を防止するため、国土

交通省の基準や大阪府での点検要領を基

に、市内１，０７４基の道路照明灯を対象

に、定期的なサイクルで計画的に実施をい

たしておるものでございます。 

 令和６年度につきましては、道路照明灯

５０基の点検をいたしております。 

 内容といたしましては、高所作業車やは

しごを使用した照明灯具の近接目視点検、

それと、照明柱の地面の際のところでござ

います。そこが一番負荷のかかるところで

もございますし、雨等の劣化が進みやすい

ところでもございますので、非破壊検査、

超音波の探査によって鉄部、鋼材の肉厚の

点検等を行っております。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 １６番目の御質問

に答弁いたします。正雀南千里丘線の事業

進捗でございます。現在地権者ごとの様々

な要望や課題に対しまして、一つ一つ丁寧

に対応しているところでございます。 

 令和７年度からは、各課題の解決に向け

まして、用地関係を専門にしている弁護士

や税理士、司法書士、補償コンサルなどに

相談して、打開策を考案しながら交渉を進

めているところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤井副理事。 

○藤井建設部副理事 質問番号１７番、都

市計画課の３Ｄ都市モデル活用事業に関

する御質問に答弁申し上げます。令和６年

度につきましては、令和４年度に基盤の整

備を行っているデジタルツインプラット

フォームを活用し、用途地域図等の都市計

画情報を、ＧＩＳデータでオープン化し、

ホームページに公開しており、併せて、３

Ｄ都市モデルとして水位計の情報を公開

することで、市内水路の水位をリアルタイ

ムで確認できるようにしております。決算

といたしまして、それらに必要な通信運搬

費、テレメーターシステム使用料、デジタ

ルツインプラットフォーム使用料を計上

させていただいております。 

 令和７年度につきましては、事業名とし

ましては、３Ｄ都市モデル活用事業として

予算計上は行っておりませんが、一般事務

事業において、同様の通信運搬費、クラウ

ドサーバー使用料等を計上し、現在は、無

償で使用可能な地理情報可視化プログラ

ムを活用して、引き続き、都市計画情報を

公開型ＧＩＳとして、ホームページにて公

開をしております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号１９番の

御質問に答弁いたします。シェアサイクル

の令和６年度の取組でございます。実証実

験の内容自体は、事業者と連携した上で、

シェアサイクルのポートを設置して、その

利用を促進することでございます。目的と

しましては、公共交通の機能補完、地域の

活性化及び交通渋滞の低減等に資するシ

ステムとして、本市におけるその有効性と

課題を明らかにして、今後の方向性を検証

することでございます。 

 令和６年度につきましては、実証実験３

年目になりまして、ポートを２０か所増設

するなど、さらなる利用促進に努めている

ところでございます。 

 続きまして、質問番号２０番の違法駐車

追放事業について答弁いたします。今年度



- 9 - 

 

の取組ですけれども、違法駐車の防止に関

する条例に基づきまして、同施行規則で定

めております違法駐車防止重点地域など

で啓発・指導を実施しております。 

 具体的には、違法駐車を防止する啓発チ

ラシを７５３枚、警告ステッカーを４３１

枚貼り付けるなどして、啓発を行っており

まして、令和６年度の警察までの通報の件

数につきましては、正雀地域で１件となっ

てございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 ２回目は、要望と、もう一度の質問をさ

せていただきます。 

 不納欠損額については、減少傾向にある

とのことで、説明ありがとうございました。 

 滞納すると、一般質問で行わせていただ

きましたけども、利率がかかって、滞納し

た方が、また苦しくなっていくこともある

かと思いますので、適切な維持管理、しっ

かりやっていただきたいと思います。 

 そこで、私が気になっているところとし

ましては、今年度の市税です。市税として

は上昇傾向にあるんですけども、ただ、個

人市民税が約１億２，５００万円減で、こ

れを見ていくと、どうしても個人の収入自

体が落ち込んでいってるのではないかと

思います。実質賃金も低下傾向にあります

し、こういった傾向があるのではないかと

危惧しているところです。こういった状況

が続くと、やがて督促が増えて、事務作業

が、非常に増えるのではないかと危惧して

おります。ここについては、しっかり督促

するところは督促して、不納欠損がないよ

うに努めていただきたいと考えておりま

す。これは要望とさせていただきます。 

 続いて、軽自動車税の部分です。国土交

通省の所管するＭＯＴＡＳは、車検に使っ

ており、窓口でワンストップサービスを提

供しているということです。ｅＬＴＡＸを

使ったことある方がどのぐらいおられる

か分かんないんですけども、非常に面倒く

さいことこの上ないです。何回もマイナン

バーカードを読み込んで、マイナポータル

へ行って、番号が出て、その番号を使って、

ほかのサイトでと、もう本当にワンストッ

プサービスにしてほしいです。 

 税と自賠責は義務なので、ここのデータ

ベースは近いものがあると思います。ＭＯ

ＴＡＳについては、原動機付自転車とか、

そういった網羅できていない部分がある

ので、どっちかというと、民間で持ってい

る自賠責と、ｅＬＴＡＸはニアリーの部分

だと思うので、そこを別々に管理している

こと自体が、僕は不自然というか、二重だ

と思っています。統合できるところは統合

できるように、国に要望するなりしていっ

て、効率化に向けた取組を、またやってい

きたいと思っていますので、今後の課題と

していきたいと考えている次第です。これ

については、以上とさせていただきます。 

 ３番目、市たばこ税です。毎年言ってい

ます。一般財源というのは分かるんですが、

使い道と納税者への還元への考え方につ

いて、お聞かせください。 

 土地開発基金についてです。建設部にお

伺いします。１１億８，０００万円の積み

上がりがあります。先日、答弁でありまし

たように、平成３０年度のときに１０億円

積み上げたという答弁があったかと思い

ます。現在、１１億円ほど積み上がってい

ます。僕が気になっているのは、いずれも

府道ですけども、千里丘駅前線です。それ

から、一津屋交差点です。いずれも昨年空

き地が出ました。そこについて、府との情
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報連携をどのようにされているのか。ここ

の部分をお聞かせください。 

 ５番目です。市債についてです。借入先

を入札で決めていくところもあります。市

債発行額を見ていると、金利に関しても法

的金利に上がっていますし、上昇傾向にあ

るのではないかと捉えています。財政全般

でいくと、税収は上がっているものの、人

件費と、いわゆる扶助費の伸びが、税収の

伸びを上回っている状況が、今の１０１％

という経常収支比率になったと捉えてい

ます。 

 今、人件費の部分については、退職金が

２年に１回計上されるような仕組みにな

っていると思います。それは理解しますが、

扶助費の伸びと人件費の伸びが、税収の伸

び以上に伸びてしまうと、経常収支比率と

しては非常に苦しくなっていく。 

 それから、公債費です。公債費が最終的

に、僕の手計算ですけども、１億円借りて、

利率１％で、半年賦１．８％の利率で借り

たときに、最終的に返す金額が１億１，８

００万円ほどになります。２０年借りた場

合で１億１，８００万円ほど、１８％です。

これは２０年で払わなきゃいけない金額

になってくるわけで、こういったものが、

徐々にボディーブローのように効いてく

ると考えています。市債を発行すること自

体は悪くないと思っています。 

 ただ、過剰な市債の発行が後々に響いて

いく。借換債も新しい金利に基づいて、高

い金利で払っていくわけですから、そうい

ったことを加味していって、今、中期財政

計画をつくっていただいていると思いま

す。１０年後、２０年後を見渡して、摂津

市が持続可能であるかどうかを判断した

ときに、僕はあまり楽観視できる状況には

ないと考えています。 

 ですので、ここについては、しっかりと

財政の規律を求めていきたいという立場

で、要望とさせていただきます。 

 それから、事後保全についてです。予防

保全については、多分同じで、ＡＢＣＤで

判断してやっておられるかと思います。こ

れも老朽化に伴って、だんだん事後保全が

増えていくことを考えると、施設の統廃合

も、いろいろ考えていかなきゃいけないの

かと考えている次第です。市民サービスを

低下させないような取組でやっていただ

きたいと思っております。少し視点が変わ

るんですけども、先般来の答弁を聞いてお

りますと、西別館跡地について、当初は有

効利用するということで、市の収入になる

ような施設を立ち上げる計画であったと

認識しておりました。いつの間にかサイク

ルポートと駐車場になるということで、有

効活用はどうなったんだと疑問符が出ま

した。ですので、西別館跡地の利用につい

て、後退してしまっています。お金を得る

のではなくて、守りの姿勢に入っちゃった

のかという捉え方をしています。そこにつ

いては、今後の状況を見ながらですけども、

財政状況が厳しい中でやりくりするのも、

当然なので、その中で有効活用をどういう

ふうにやっていくか、今後に議論の余地あ

りとして、ウォッチしていきたいと思いま

す。これは、以上にさせていただきます。 

 情報セキュリティ研修について、内容を

確認させていただきました。ありがとうご

ざいました。 

 情報セキュリティについては、言い方が

難しいのですが、確実に悪意のある人に対

しては、対処が難しい部分があります。そ

こについては、ログをしっかり取っていく

ことが、僕は大事かと思っています。ふだ

んは使わない、活用しないものでも、やは
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りログを取っていくことで、後々の事故を

追跡できるような形にもなるかと思いま

すので、そこについては、情報セキュリテ

ィとしてしっかり取り組んでいただきた

いということで、要望とさせていただきま

す。 

 続いて、ＢＯＤＩＫについてです。オー

プンデータですけども、先進市の福岡市も

ＢＯＤＩＫに移行したということです。皆

さんＢＯＤＩＫを見られたことはありま

すか、活用されていますか。項目指定され

ていて、ファイル形式が指定されて、何か

非常に見にくい、何かもう全く優しくない

けど、これは無料なので、しようがないと

思っています。これをビッグデータとして

活用できる状況なのかというと、そこまで

なのかという気もしています。研究者にと

ってはいいのかもしれないのですけども、

民間で活用するには、もう少し足りていな

いのかと思います。これは、また九州先端

科学技術研究所と協議しながらいろいろ

と研究して進めていただけたらと思って

おります。要望とさせていただきます。 

 続いて、９番目、防犯カメラです。事務

手続について、ありがとうございました。 

 ２回目、要望にさせていただきますけど

も、４０３件という照会があることは、そ

れだけ防犯カメラに需要があるというこ

とです。私も防犯カメラ増設についてはす

ごく推進してまいりましたし、この５年で、

ほぼ倍になったことに対して、すごくうれ

しくは思っています。今後を見ていくと、

どこが天井なんだというところが、議論に

なってくると思います。今の感じで、摂津

市が丸抱えをして、委託をして、管理をし

ていくことになっていくと、どうしてもラ

ンニングコストが膨らんでいきます。そこ

については、先般来ずっと言わせていただ

いているように、イニシャルコストとして

は補助するんだけども、ランニングコスト

は事業所で見てくださいとすべきです。今、

広角レンズも普通に安価でありますし、広

角で撮れるカメラもありますから、そうい

ったところは、民間でやっていただいて、

設置補助のような制度の創設を検討すべ

きではないかと思いますので、要望とさせ

ていただきます。 

 １０番目です。犯罪被害者等支援事業で

す。１１月２５日から１２月１日にかけて、

犯罪被害者週間があります。これも周知し

ていただきたいと思いますし、あと、大阪

府のＮＰＯで、犯罪被害者支援をやってる

アドボカシーセンターというところがあ

ります。そこが、毎年大体１，０００万円

ぐらい赤字を出してまして、それを寄附で

埋めて運営している実態があります。そこ

については、皆さんの御協力が、非常に重

要だと思いますし、市民の皆さんにも啓発

を行っていただきたいと、助け合いことで

やっていっていただきたいということも、

改めて、周知していただきたい。市役所に

もポスターを貼っていただいていますけ

ども、いろいろとそういったところで皆さ

んの力が必要だと思いますので、これも周

知していただきたいということで、要望と

させていただきます。 

 続いて、道路管理瑕疵の内容について、

再び御説明いただきました。ありがとうご

ざいます。 

 今後こういったことも含めて、小さいま

ちとはいえども、目の行き届かない部分が

出てくるかと思います。ＬｏＧｏフォーム

での通報が１００件弱あったと思います

けど、多分そのうち１０件以上、僕だと思

っているので、いろいろと皆さんの御協力

もいただいて、防いでいけたらと思います。
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これも要望で終わらせていただきます。 

 １２番目、内水氾濫です。防災に関して

は、越水よりも内水のほうが圧倒的に頻度

は高いし、怖いと思っています。過去の事

例を見ても、内水氾濫のほうが、事例とし

ては圧倒的に多いので、内水氾濫の情報に

ついては、しっかりと連携を取ってやって

いくべきだと思います。なぜかというと、

１７番目とも関わってくるんですけども、

３Ｄ都市モデルがせっかく上がっている

のに、３Ｄ都市モデルとリンクしていない

と、なんのこっちゃとなるんです。３Ｄ都

市モデルを使ったＰＬＡＴＥＡＵのホー

ムページを見ると、要は、高槻市の芥川で

越水したとか、そういったシミュレーショ

ンが出ていると思います。内水については

あまり情報がない。３Ｄ都市モデルは、手

を挙げてやられましたが、それを活用でき

ていないと、なかなかもったいないと思い

ます。僕はデジタルツインという概念を、

しっかり反映していくんであれば、こうい

った情報については、しっかり情報をフィ

ードバックして、共有していただきたいと

考えています。この取組自体はいいんです

けども、横の連携をしっかりとやっていた

だきたいということで、要望とさせていた

だきたいと思います。 

 １３番目、緑化推進の考え方についてで

すけども、ありがとうございます。 

 今朝もキンモクセイの花を撮っていま

したけども、僕の携帯のフォルダは、月と

花ばっかりになっています。先日、ホシホ

ウジャクというガの一種ですけど、ハチド

リにすごく似てる虫が飛んでまして、ハチ

ドリと勘違いして写真を撮ってしました。

日本にハチドリはいないことが、後で分か

りました。摂津市の花は、四季折々に花を

咲かせていまして、すごく僕は楽しませて

いただいています。これについては、ぜひ

とも取り組んでいただきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。要

望とさせていただきます。 

 １４番目、街路灯の修繕で、令和６年度

の内容について、ありがとうございました。 

 防犯灯と街路灯と、なかなか市民の方で

は区別がつきにくいところがあるかと思

います。街路灯については、令和６年度中

に２件ぐらい通報したかと思っています。

球切れなど起きているときとかもありま

すし、超音波で測定していただいているこ

ともあって、安心しました。これも維持管

理にしっかり努めていただきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。これも要望で終わります。 

 １６番目、正雀南千里丘線外２路線道路

改良事業について、打開策を打っていった

との御答弁をいただきましたが、最終目標

が、最初のときは拡幅で、それから、広場

になりました。その後、広場を諦めて、拡

幅となった思いますが、最終的な目標をし

っかり立てていただいて、地権者の理解を

得ていただく。これまで二転三転したこと

は、不信感につながっているのではないか

と懸念しておりますので、そこについては

しっかりやっていただきたい。 

あと、確保した用地については、現在は

ほったらかしになっていますけども、でき

るだけ早急に対応していただきたいと思

っています。飲食店の跡地とか、ほぼほっ

たらかしになっていますけども、そうでは

なくて、しっかりと対応するところは対応

していくというところで、お願いしたいと

思っています。要望とさせていただきます。 

 １７番目、３Ｄ都市モデルです。先ほど

も言いました。デジタルツインプラットフ

ォームについて、今、一般事務事業となっ
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てて、活用がなかなかうまくいっていない

のではないかと危惧しております。せっか

く先行で手を挙げたにもかかわらず、デジ

タルツインという概念を生かせていない、

僕はもったいないと思っています。デジタ

ルツインの概念自体が、あまり聞き慣れな

いものかもしれないのですが、そこをしっ

かり啓発していただいて、建設部でうまく

利活用できるところを見せれるよう、皆さ

ん頑張っていただきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。これ要望です。 

 １９番目、ハローサイクリングです。時

間がないから乗ろうと思ったときに、グー

グルマップで調べたら、ポートが廃止とな

っていたり、まちを歩いていたら、こんな

ところにあったかなというところにポー

トがあったりします。ポートの設営とか、

撤去について、情報が事後過ぎるのではと

思うところがあるので、そこの設営・撤去

について、２回目に教えていただきたいで

す。 

 ２０番目、違法駐車についてです。１件

のみは、少な過ぎると思っています。どう

考えてももっとあると思います。重点地区

だけではなくて、具体的に言うと、鶴野３

丁目です。何回も僕は言わせていただいて

いますけども、グリーンベルト上に、車を

止めているケースがすごくあります。この

状況で１件のみといわれると、僕はすごく

疑念を持ってしまいます。放置自転車を４

００件弱撤去したと、先日の答弁でありま

した。それに比べたら、文句を言われない

ところはやるけど、文句を言われるところ

はやりにくい、そういう姿勢じゃなくて、

しっかりとやっていただきたい。この１件

のみではないと思いますし、もっとあるの

ではないかと思っていますので、もう一度

お聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号３番、たば

こ税の使い方のお問いであったと思いま

す。委員もおっしゃっておられましたよう

に、たばこ税自体は、一般財源ですので、

市としては、広く市の事業全般的に活用す

べきと考えております。特定の納税者への

還元といった形で特定事業へ充当すると

ころは、これまでも、同じようなお話をさ

せていただいているかとは思いますけど

も、現状のところ、そういった考えはござ

いません。一般的な事業全般に使わせてい

ただくという方向と思っております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号４番、２回

目の御質問に答弁いたします。大阪府との

情報連携についてでございます。大阪府の

茨木土木事務所とは、毎年様々な機会を通

じまして、連携をしております。例えば、

市町村要望をさせていただく際や、毎年実

施しています意見交換会がございます。こ

の中では、摂津市内の道路の安全や、渋滞

対策などについて互いの事業などの情報

の共有、意見交換をしておりますので、そ

ういった機会を設けているところです。 

 また、府道の正雀一津屋線の安全対策に

ついても、継続実施していました勉強会の

後、令和５年度から地元ワークショップを

茨木土木事務所と連携して実施しており

ますので、そのような連携体制でもって、

情報共有を図っております。 

 続きまして、１９番目のシェアサイクル

について、新設撤去の情報のお問いです。

シェアサイクルのポート自体は、令和４年

４月の実証実験の当初２２か所でしたが、
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令和７年９月、最新時点では５１か所で、

約２．３倍に伸びているところです。この

間、ひと月当たりの延べ利用回数につきま

しても、もともとの５５０回から５，５０

０回ほどと、約１０倍程度に伸びていると

ころです。こうした新設は、鋭意進めてき

ましたので、委員が御指摘のとおり、新設

や撤去の情報が、あまりリアルタイムでは

ないところもあったかと思います。 

 ポートの撤去につきまして、例えば、ち

びっこ広場については、自治会のイベント

が行われて、広場を全体的に使うとなった

ときに、シェアサイクルのポートが支障に

なったことが判明したケースがございま

した。周知につきましては、事業所のアプ

リで最新のものは、常に見ることができま

す。本市におきましても、ポートの一覧チ

ラシとか、ホームページについて周知して

いるところです。御指摘にありますように、

タイムリーなお知らせをしていく意味で

は、ＬＩＮＥのセグメント配信等も公共交

通でやっていますので、今後はそういった

ところを活用していきたいと考えてござ

います。 

 最後、２０番目、違法駐車の警察までの

通報が、１件で少ないのではないかとのこ

とです。確かに、過去３年を見ても１件、

３件、１件と通報までいく件数は、少ない

数字には見えますが、まずは、自動車が駐

車しており、ドライバーが乗っていれば、

ドライバーに直接啓発チラシを渡して、移

動を促しています。ドライバーがいない場

合は、啓発もしくは警告チラシをワイパー

に挟むなどをしています。それでもまたパ

トロールに回ったときに、まだ残っている

など悪質な場合に、警察まで通報しており

ますので、おおむねそれまでの間に移動し

ていただいているかと思っておりますが、

その辺りは注視していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 最後は、要望にさせていただきます。 

 まず、市たばこ税についてです。納税者

への還元で、それはないとのことです。昔

の話を掘り返していくと、市たばこ税は、

旧国鉄の救済に使われたり、いろんなとこ

ろに使われていました。納税者への還元も

一つあるのですが、路上喫煙禁止地区を条

例で定めていると思います。その地区周辺

を、僕らも清掃をしますが、圧倒的に吸い

殻が多いです。原因としましては、その受

皿を用意されていないから、ポイ捨てが発

生すると考えるわけです。 

 結局、喫煙所を造ると、そこの維持管理

の話も出てくるんですけど、道路の維持管

理をボランティアに頼っている状況が、果

たして本来の姿なのかどうかについては、

議論の余地があると思います。 

 本市においては、路上喫煙禁止地区に過

料を科しておりません。過料を取らないこ

とによって、行政の不作為であることを避

けているのではないかと、僕はうがった見

方をしています。過料を取るとなったら、

行政はしっかりとそこについて受皿を用

意する必要があります。でも、過料を取ら

ないから、それは行政の不作為ではないと

の逃げ道をつくっているのではないかと、

僕は捉えています。ここについては、ボラ

ンティアに頼っている今の状況が、正しい

のかどうかを含めて、受皿をつくることに

よって、ポイ捨てを減らすことを、しっか

り研究していただきたいと思っています。

これは要望とさせていただきます。 

 土地開発基金についてです。１１億円ほ
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ど積み上がっている土地開発基金を使う

タイミングですけども、令和６年度に、一

津屋交差点であったり、千里丘東一丁目の

お好み焼き屋跡地とかが売りに出ました。

千里丘駅前線については、都市計画道路で

す。でも買収しませんでした。その上に、

３階建てのビルが建ちました。これはどう

するんですかと、セットバックできないじ

ゃないですかとなるわけです。そのときに

は、阪急京都線連続立体交差事業と合わせ

て、広げますと言っているけど、買収しな

かったら、広げられないという話になりま

す。これについては、アンテナを張って、

取得できるところは取得して、大阪府とし

っかり連携していただきたいのが、私の要

望です。本当によろしくお願いします。ま

た情報があったら、私からも提供したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、ハローサイクリングについてで

す。ハローサイクリングは、公共交通機関

の維持機能として、先般来申し上げていま

す。理想は、バスの乗降付近にあることで、

そこから乗り降りができる、移動ができる、

バスの発着場を起点とした交通網をつく

っていく。これが理想的な在り方かと思っ

ています。用地がないのはすごく分かって

いるんですけども、頑張っていただきたい

と思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 違法駐車についてです。特に僕がよく見

るのは、千里丘です。ロータリーの北側で

す。非常に多いと感じています。あと、陸

橋の下、手前の階段の出入口です。そこは

違法駐車が多いと感じています。ここは徹

底して、追放していただくように、よろし

くお願いします。全部要望です。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時 ７分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 引き続き、認定第１号所管分の審査を行

います。 

 補足説明を求めます。 

 平井市長公室長。 

○平井市長公室長 認定第１号、令和６年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、市

長公室が所管しております事項につきま

して、決算書の事項別明細書の目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございますが、４０ページ

から４２ページ、款１５国庫支出金、項２

国庫補助金、目１総務費国庫補助金は、鳥

飼地区における都市安全確保拠点整備事

業に係る社会資本整備総合交付金、女性問

題相談に係る女性支援推進等事業費補助

金でございます。 

 ４２ページ、目２民生費国庫補助金は、

物価高騰支援給付金事業に係る物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金でござ

います。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金は、人権相談等

に係る総合相談事業交付金でございます。 

 ５４ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、人権啓発活動事業全般に係る人権

啓発活動委託金でございます。 

 ５６ページ、款１８寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、広報課におけるふるさと応

援寄附金に係る一般寄附金、人権女性政策

課における人間基礎教育に係る事業への

指定寄附金、政策推進課における地方創生

応援税制企業版ふるさと納税に係る指定
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寄附金でございます。 

 ５８ページから６０ページ、款２０諸収

入、項４雑入、目２雑入は、広報課におけ

る広報紙広告掲載料、ホームページ広告掲

載料、政策推進課における物価高騰支援給

付金返還金、人事課における退職手当水

道・下水道事業会計負担金、派遣職員給与

等負担金等、人権女性政策課におけるパー

プル・オレンジリボン運動啓発バッジ売却

収入などでございます。 

 次に、歳出でございます。一般会計全体

にかかります人件費関係の決算につきま

しては、決算概要２４ページの給与費決算

額調に記載いたしております。 

 令和６年度に支出しました給与費の総

額は７１億５，３０１万３，５０５円で、

前年度に比べ１３．０％、８億２，４８４

万３，０６４円の増額となっております。 

 給与費の内訳といたしましては、報酬が

１１億２，０９７万９，８５４円、給料が

２３億４，５３８万９，５７３円、職員手

当等が２５億８，１８９万６，９０７円、

共済費が１１億４７４万７，１７１円の執

行となっております。 

 給料では、前年度に比べ３．９％、８，

８２２万６，２４５円の増額となっており、

これは、令和６年人事院勧告により、一般

職の職員の月例給が引き上げられたこと

が、主な要因でございます。 

 職員手当等では、前年度に比べ２９．

６％、５億９，０２８万１，００４円の増

額となっており、令和６年人事院勧告によ

り、期末手当及び勤勉手当の支給月数が、

合計で０．１月分増加したこと、並びに会

計年度任用職員への勤勉手当の支給を開

始したこと、また、定年の段階的引上げに

伴い、偶数年度には、定年退職が生じ、２

年に一度、定年退職者への退職手当が支給

されることが、主な要因でございます。 

 次に、歳出の主な内容を、一般会計歳入

歳出決算書により御説明申し上げます。 

 まず、総務費について御説明いたします。

決算書７６ページから８２ページ、款２総

務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、

市長公室全般の事務執行に係る経費のほ

か、公務災害補償等認定委員会開催に係る

委員報酬、秘書派遣、採用及び昇任試験問

題の作成、職員健康診断、各種職員研修等

に係る委託料、職員厚生会に対する補助金、

全国市長会や各種職員研修等の負担金な

どでございます。 

 ８２ページから８４ページ、目２文書広

報費は、広報せっつの発行及び配布等に係

る経費のほか、ホームページの保守に係る

委託料、シティプロモーションの推進に資

するふるさと応援寄附金の事務に係る委

託料や大阪銘木イベントの実施に係る補

助金などでございます。 

 ８８ページから９０ページ、目５企画費

は、政策推進課の事務執行に係る経費のほ

か、鳥飼まちづくりグランドデザインの推

進や河川防災ステーション等整備促進に

係る経費でございます。 

 ９４ページ、目１人権政策費は、人間尊

重のまちづくり審議会開催に係る経費な

どでございます。 

 ９４ページから９６ページ、目１２男女

共同参画費は、男女共同参画センター運営

に係る経費のほか、男女共同参画推進審議

会開催に係る経費、各種講座に係る経費、

女性問題相談事業に係る委託料などでご

ざいます。 

 続きまして、民生費について御説明いた

します。 

 決算書１３２ページから１３４ページ、

款３民生費、項１社会福祉費、目７物価高



- 17 - 

 

騰支援給付金事業費は、物価高騰支援給付

金事業に係る事業費及び事務費でござい

ます。 

 最後に、２４６ページ、（４）出資によ

る権利でございます。一般財団法人アジ

ア・太平洋人権情報センター出捐金につい

ては、各団体からの出捐金で構成される基

本財産の一部が取り崩されたため、本市の

権利につきましても、当該出捐割合に応じ、

８万７６５円の減額となったものでござ

います。 

 以上、市長公室の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 次に、溝口総合行政委員

会事務局長。 

○溝口総合行政委員会事務局長 認定第

１号、令和６年度摂津市一般会計歳入歳出

決算のうち、公平委員会、固定資産評価審

査委員会、選挙管理委員会及び監査委員事

務局が所管しております事項につきまし

て、決算書の目を追って補足説明をさせて

いただきます。 

 初めに、歳入でございます。４６ページ、

款１５国庫支出金、項３委託金、目１総務

費委託金は、衆議院議員総選挙費委託金及

び在外選挙人名簿登録事務委託金でござ

います。 

 続きまして、５４ページ、款１６府支出

金、項３委託金、目１総務費委託金は、府

議会議員補欠選挙費委託金でございます。 

 次に、歳出でございます。９０ページ、

款２総務費、項１総務管理費、目７公平委

員会費は、委員報酬及び事務的な経費でご

ざいます。 

 目８固定資産評価審査委員会費は、委員

報酬及び事務的な経費でございます。 

 １０８ページ、項４選挙費、目１選挙管

理委員会費は、委員報酬、鳥飼書庫解体工

事に係る実施設計委託料及び事務的な経

費でございます。 

 次に、１１０ページ、目２市長選挙費は、

令和６年９月２２日執行の摂津市長選挙

の執行経費でございます。 

 主なものといたしましては、従事職員等

の人件費、郵送の通信運搬費及びポスター

掲示場設営・撤去委託料などでございます。 

 次に、１１２ページ、目３府議会議員補

欠選挙費は、令和６年９月２２日執行の大

阪府議会議員補欠選挙の執行経費でござ

います。 

 主なものといたしましては、従事職員等

の人件費、郵送の通信運搬費及びポスター

掲示場設営・撤去委託料などでございます。 

 目４衆議院議員総選挙費は、令和６年１

０月２７日執行の衆議院議員総選挙の執

行経費でございます。 

 主なものといたしましては、従事職員等

の人件費、郵送の通信運搬費及びポスター

掲示場常設・撤去委託料などでございます。 

 最後に、１１６ページ、項６監査委員費、

目１監査委員費は、委員報酬及び事務的な

経費でございます。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○安藤薫委員長 続いて、松田消防長。 

○松田消防長 認定第１号、令和６年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、消防本

部所管事項につきまして、目を追って、主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３８

ページ、款１４使用料及び手数料、項２手

数料、目５消防手数料は、危険物設置許可

等及び検査手数料並びに保安３法設置許

可等及び検査手数料などでございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項１国
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庫負担金、目４消防費国庫負担金は、能登

半島沖地震の際に出動した緊急消防援助

隊活動費負担金でございます。 

 ４４ページ、項２国庫補助金、目５消防

費国庫補助金は、緊急消防援助隊設備整備

費補助金でございます。 

 物流の遅延や半導体不足の影響により、

事業の完了が令和７年度に繰越しとなっ

たため、ゼロ円の表記となってございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金及び権限移譲交付金でご

ざいます。 

 ５６ページ、款１８寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、消防救急体制の充実を目的

とした指定寄附金でございます。 

 ６４ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、消防団員退職報償費及び近畿

道救急業務実施市町村交付金などでござ

います。 

 次に、歳出でございますが、決算書１９

２ページから１９８ページ、款８消防費、

項１消防費、目１常備消防費は、消防救急

救助等常備消防の活動に係る経費でござ

います。 

 主なものでは、１９４ページ、需用費は、

消防職員が火災現場等で装備する防火衣

等の購入費及び消防車両、消防庁舎の修繕、

施設の維持管理経費等でございます。 

 役務費は、通信運搬費、現場で使用する

資機材の検査手数料、車両の保険料などの

経費でございます。 

 １９６ページ、委託料は、消防庁舎設備

に係る保守管理及び清掃委託並びに救急

資器材管理供給業務委託料のほか、大型消

防車両の免許取得教習などに係る経費で

ございます。 

 備品購入費は、車両の購入に係る機械器

具費及び大規模災害発生時に使用する職

員用備蓄品並びに災害現場で使用いたし

ます化学防護服、半自動体外式除細動器並

びに高圧空気容器の購入に係る消防器具

費等でございます。 

 また、昨今の半導体不足等により、艤装

用車両の調達に時間が要したため、繰越明

許費として、消防ポンプ自動車及び救助工

作車の購入費用を、翌年度に繰り越してお

ります。 

 １９８ページ、負担金補助及び交付金は、

大阪航空消防運営費負担金、消防学校入校

負担金、救急救命士研修負担金のほか、北

大阪消防指令センター共同運用等に係る

負担金などでございます。 

 同じく１９８ページから２００ページ、

目２非常備消防費は、消防団の運営及び活

動に係る経費でございます。 

 主なものでは、報酬は、消防団員の年間

報酬及び災害出動や訓練等の出動報酬で

ございます。 

 報償費は、１２名の消防団員の退職報償

金等でございます。 

 需用費は、消防団活動に係る装備品、被

服のほか、消防団車両の維持修繕等の経費

でございます。 

 備品購入費は、市第二分団のポンプ車更

新に係る機械器具費及び坪井分団並びに、

一津屋分団の小型動力ポンプの更新に係

る消防団器具費でございます。 

 負担金補助及び交付金は、消防施設整備

費補助金、大阪市町村消防財団負担金、消

防団員等公務災害補償等共済基金負担金

等でございます。 

 以上、消防本部の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 
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 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 全部で９個の質問を

させていただきたいと思っております。 

 まず、質問番号１番、人事課です。決算

概要４８ページ、組織課題別能力開発事業

のうち、職員自主研究グループ補助金１万

８，３０１円についてです。令和６年度の

取組内容についてお聞かせください。 

 質問番号２番、広報課になります。決算

概要５２ページ、ふるさと応援寄附金推進

事業について、寄附件数と寄附金額の推移

を教えてください。 

 質問番号３番、同じく広報課になります。

決算概要５２ページ、シティプロモーショ

ン推進事業の消耗品費３２２万６４０円

の内容をお聞きいたします。 

 質問番号４番、同じく広報課になります。

シティプロモーション推進事業、決算概要

５２ページ、大阪銘木イベント補助金１８

９万９，２６０円の内容を教えてください。 

 質問番号５番になります。政策推進課で

す。決算概要５６ページ、鳥飼まちづくり

グランドデザイン推進事業、鳥飼まちづく

りグランドデザインワークショップ支援

業務委託料の内容についてお伺いしたい

と思います。 

 続きまして、質問番号６番、消防本部に

なります。決算概要１４０ページ、災害応

援等活動事業の食糧費の内容について、お

願いいたします。 

 質問番号７番、こちらも消防本部になり

ます。決算概要１４０ページ、消防本部車

両・資機材整備事業の機械器具費について、

内容を教えてください。 

 質問番号８番、こちらも消防本部になり

ます。決算概要１４２ページ、一般事務事

業の職員特別健康診断委託料について、歳

出が未執行となっておりますが、この委託

料をどのような場合に執行するのか、概要

を教えていただきたいです。 

 最後、質問番号９番になります。こちら

も消防本部になります。これは事務報告書

４２１ページ、指令・通信事業で１１９番

通報受付件数の表がございますが、その中

の問合せと、その他について内容を教えて

ください。 

 以上になります。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号１番、人事課に

関わります御質問にお答えいたします。令

和６年度の自主研究グループについてで

すが、部が異なる４名が集まり、１グルー

プとなって廃校の再生をテーマに研究す

ることを、自主研究グループ承認審査委員

会で承認をされ、研究が始まりました。 

 内容といたしましては、人口減少という

課題を、廃校を使って解決した自治体を研

究した結果、水族館に着目した研究となっ

ております。 

 なお、チームメンバー全員がリレーショ

ンシップ、つまり人と人とのつながりを意

識して取り組むことを活動方針として設

定しておりまして、現地取材として、和歌

山県の自治体、水族館を訪問して取材をし

たり、オンライン取材として、官公庁、東

京大学、摂津市の意見交換会の開催あるい

は慶應義塾大学教授の取材、神戸市にあり

ます水族館への取材、ほかにもメールでの

取材を実施しております。 

 この内容は、３月２１日に開催しており

ます活動実績報告会でも報告をされてお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号２番、ふるさと応
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援寄附金の寄附件数と寄附金額の推移に

ついてお答えいたします。寄附件数は、令

和４年度５１９件、令和５年度５８０件、

令和６年度８６７件と推移しており、寄附

金額につきましては、令和４年度１，２６

４万６，０００円、令和５年度１，８１４

万８，０００円、令和６年度２，０６６万

６，０００円と推移しております。 

 続きまして、質問番号３番、シティプロ

モーション推進事業の消耗品費について

お答えいたします。セッピィガチャの景品

であるアクリルキーホルダー、クリアファ

イルは６種類ございまして、新幹線鳥飼車

両基地、新幹線公園、阪急電鉄正雀工場・

車庫、鳥飼仁和寺大橋、平和公園、セッピ

ィ・なす丸くんの各デザインがございます。 

 それから、大阪・関西万博機運醸成の北

摂連携グッズ、具体的には、ミャクミャク

と北摂７市３町のマスコットキャラクタ

ーが描かれた紙袋やシール、これらの購入

を行ったものでございます。 

 次に、質問番号４番、大阪銘木イベント

補助金についてお答えいたします。令和６

年１０月１３日、日曜日に開催されました

大阪銘木フェスタ２０２４に係る補助金

でございまして、木工体験や音楽ステージ

の開催、チラシの作成、警備員の配置など

に活用されたものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 質問番号５番、鳥

飼まちづくりグランドデザインワークシ

ョップ支援業務委託料の内容についての

御質問にお答えいたします。鳥飼東小学校

の跡地活用に向けては、昨年度アイデア募

集を行っており、アイデア募集では、様々

な御意見をいただき、市民の皆様と意見を

整理する必要があるために、ワークショッ

プの実施を行っております。 

 本委託では、ワークショップの実施に向

けて、企画運営やＰＲ、資料作成から、当

日のファシリテーション、ワークショップ

後の意見分析、実施結果報告書の作成とな

っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 角田課長。 

○角田警備企画課長 質問番号６番、消防

本部警備企画課に係ります御質問にお答

えいたします。災害応援等活動事業の食糧

費についてのお問いでした。この食糧費に

つきましては、主に、他府県、他市町村な

どで大きな災害が発生したときに、緊急消

防援助隊等での応援派遣を想定して、資金

前渡している費用でございます。 

 決算概要の１４０ページの令和６年度

決算額の内容につきましては、令和６年９

月に発生いたしました奥能登豪雨災害に

派遣した隊員が、現地において飲食に使用

した費用でございます。 

 続きまして、質問番号７番の御質問にお

答えいたします。消防本部車両・資機材整

備事業の機械器具費につきましては、主に、

消防本部が所有しております車両、資機材

の更新に必要な経費でございます。令和６

年度決算額の内容につきましては、救急車

両１台と、立入検査などに使用いたします

査察車両１台の更新経費でございます。 

 これに加えまして、令和５年度に市内の

事業所様から３，０００万円の御寄附を頂

戴いたしまして、救急車両を購入する予定

でしたが、車両、資機材に多く使用されて

おります電子機器半導体などの流通不足

の影響によりまして、年度内の納車が困難

であるとの申告がございましたため、財政

課と相談の上、年度繰越しをいたしました。

この繰越明許された費用との合計額が決
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算額となってございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 質問番号８番の

職員特別健康診断委託料についてお答え

いたします。 

 具体的な例といたしまして、救急活動に

おきまして、血液による感染のおそれがあ

る疾患をお持ちの傷病者処置中に、救急隊

員等が、創傷からの出血や吐血等で血液を

浴びた際や、救急救命士が心肺停止傷病者

に対して実施する静脈の確保による針刺

し事故、傷病者搬送後に、搬送先医療機関

で傷病者が結核の排菌状態であった事案

などにおいて、血液検査や胸部レントゲン

などの健康診断を該当救急隊員等に行う

ための予算を計上いたしております。 

 執行理由といたしましては、事案が発生

した直後、速やかに前述の検査を実施して、

該当救急隊員等が健康な状態であること

を確認、証明するためのものでございます。 

 その後、一定期間の経過観察後に、万が

一、病状が発症した場合は、その証明を基

に、救急事案に対する公務災害の申請や医

療機関との調整など、できる限りのサポー

トを行います。 

 令和６年度は事案がありませんでした

が、実績といたしまして、令和５年度に結

核感染者との接触に伴う検査４名分、１万

９，８００円を支出しております。 

○安藤薫委員長 林副理事。 

○林消防本部副理事 質問番号９番の１

１９番通報受付件数の問合せと、その他の

内容についてお答えいたします。受診病院

の問合せをはじめまして、火災などの災害

発生場所や搬送先病院の問合せ、他機関や

他部署への問合せなどの件数を記載して

おります。 

 先日、大阪８８０万人訓練がございまし

たけれども、そのときに携帯が鳴ったが、

何かあったのかとか、何か放送されている

が、何を言っているのかとの通報も問合せ

に含まれております。 

 その他でございますけれども、携帯電話

からの１１９番通報のうち、電波状況等に

より、北大阪消防指令センターの管轄区域

外からの１１９番通報が、当指令センター

にたまに入ってまいります。この通報は、

当指令センターから通報者の発信場所を

管轄する消防本部の指令台に転送します

携帯転送、火災通報装置の接続確認のため

の通報、消防訓練における通報訓練、ファ

クスによる通報、ほかには苦情や要望、激

励もございまして、通報者自身の身の上話

を一方的に話されるようなこともござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 ２回目の質問あるい

は要望をさせていただきます。 

 質問番号１番、人事課になります。職員

が集まって、通常業務とは別に、主体性を

持って研究をされていることがよく分か

りました。この研究をされた方は、よく頑

張られたと思います。 

 ところで、こうした職員の主体性、自発

性、非常に大切なことだと思っております。

主体性を持つ職員をどう育成していくか。

これも非常に大切なことだと思います。我

が事と意識を持って物事を考えることが、

市民に対してのサービスの向上にもつな

がると思っております。こうした主体性を

高める研修の実施状況についてお聞かせ

ください。 

 質問番号２番、広報課です。ふるさと応

援寄附金の返礼品として、令和６年度にど
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のようなものが多く求められていたかに

ついてお伺いいたします。 

 質問番号３番、広報課です。答弁では、

シティプロモーション推進事業の消耗品

費は、オリジナルグッズの購入を行ったと

のことでした。それらのオリジナルグッズ

の活用方法についてお伺いいたします。 

 質問番号４番、広報課です。大阪銘木フ

ェスタの市内在住者及び市外在住者の来

場者についてお伺いいたします。 

 質問番号５番、グランドデザインについ

てです。ワークショップの内容についてお

伺いいたします。 

 質問番号６番、消防本部です。先ほど、

奥能登豪雨災害に派遣した方の分だと、お

伺いいたしましたが、奥能登豪雨災害への

派遣内容についてお願いいたします。 

 質問番号７番、こちらは要望になります。

機械器具費については理解いたしました。

市内の事業者様の御寄附で、救急車両も購

入されたとのことです。これは、日々市民

の安心・安全のために昼夜を問わず、活動

をしている消防職員に対し、事業者様が深

い理解と熱い支援のお気持ちを寄せてく

ださったものだと思っております。より一

層、市民の命を守るために頑張っていただ

きたいと思います。要望とします。 

 質問番号８番に関しましても要望です。

令和６年度は事案がなかったということ

で、これはよかったと思っております。日

常的に危険なことがある職員に対して、細

部まで支援され、安心・安全な職場環境づ

くりに努められていることが、よく分かり

ました。これからも職員が安心・安全で、

市民の命を守ることができるように、お願

い、要望としておきます。 

 質問番号９番です。こちらも要望です。

問合せについては、救急安心センターおお

さか♯７１１９があると思います。できる

だけこちらをＰＲしていただいて、救急に

入る件数を減らしていただき、緊急に対処

いただきたいと思っておりますので、ＰＲ

をお願いいたします。要望です。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号１番、主体性を

高める研修ですが、５年目職員を対象に、

職員意識改革研修を実施しております。 

 内容といたしましては、これまでの仕事

を振り返ることで、自己の成長と課題を認

識して、これからの仕事に取り組む上での

モチベーション、自信を生み、仕事の成果

を高めること。あと、自己評価、他者評価、

組織から求められる自分の役割を考える

とともに、目標管理の観点から、自律的な

職員となるためのアプローチを学ぶこと

となります。 

 ほかに、課長代理級及び主幹の職員を対

象に、働きやすい職場づくり研修としまし

て、働きやすい職場にするためのマネジメ

ント能力を高めるだけではなくて、仕事に

対する活力や熱意の重要性を学んだり、自

ら振り返り、モチベーションの源泉探しを

したりする研修を実施しております。 

 摂津市職員育成・行動基本計画に記載し

ております目指す職員像の一つに、自律が

ございます。自ら考え、何事にも問題意識

を持ち、自ら行動する職員と定めておりま

す。引き続き、研修をはじめとする取組を

含めて、一人一人の職務遂行能力を高めて

まいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号２番、ふるさと応

援寄附金の返礼品として、どのようなもの
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が多く求められたかについてお答えいた

します。一番多いものは、ＳＵＢＥッティ

というゴルフティーで１７８件、２番目は、

ジューシー水ギョーザで１０６件、３番目

は手作り天然海老フライセットで９７件

となっております。 

 次に、質問番号３番、オリジナルグッズ

の活用方法についてお答えいたします。市

内イベント、例えば、こどもフェスティバ

ル、摂津まつり、秋フェスｉｎ明和池公園

など、また、市外イベント、例えば、万博

記念公園で開催されました万博夜空がア

ートになる日、万博鉄道まつりなどでござ

います。これらの摂津市ブースにおきまし

て、セッピィのアクリルキーホルダーは、

アンケートに回答してくださった方々に、

クリアファイルはインスタグラムのフォ

ローをしてくださった方々に、大阪・関西

万博機運醸成の北摂連携グッズは、皆様に

お渡しいたしまして、摂津市の魅力を実感

していただき、本市への愛着度形成や認知

度向上を図ってまいりました。 

 次に、質問番号４番、大阪銘木フェスタ

の来場者についてお答えいたします。大阪

銘木フェスタ２０２４に、約１，０００人

の方々に御来場いただきました。 

 そして、大阪銘木フェスタの摂津市ブー

スにおきまして、来場者にセッピィアクリ

ルキーホルダーのガチャガチャをしてい

ただくに当たり、アンケートに御回答いた

だきました。そのアンケートにおきまして、

市内在住者５９％、市外在住者４１％とい

う結果が出ております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 ５番目の２回目

です。ワークショップの内容についての質

問です。鳥飼東小学校の跡地活用に関しま

して、小学校区に当たる鳥飼まちづくりグ

ランドデザインで示す三つのエリア、企業

と住民の共存発展エリア、居住性向上エリ

アＢ、田園・農業とのふれあいエリア、こ

れらの将来予想の実現のために、７月に募

集した活用アイデアの結果を紹介した上

で、参加者が考える跡地活用について意見

交換を行うワークショップを開催してお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 角田課長。 

○角田警備企画課長 質問番号６番の２

回目の御質問にお答えいたします。 

令和６年９月奥能登豪雨災害への派遣

についての詳細ですが、９月２０日からの

大雨の影響によりまして、翌９月２１日の

午前１０時５０分に石川県に大雨特別警

報が発令されました。その約２時間後、午

後１時１２分には、石川県内の被害が甚大

であるということで、消防庁長官から大阪

府に対しまして、出動の求めがございまし

て、緊急消防援助隊大阪府大隊が編成され

ることとなりました。これを受けまして、

大阪府の代表消防機関でございます大阪

市消防局などが取り急ぎ、先遣部隊を派遣

されまして、その後、順次、大阪府内の消

防本部にも派遣要請がございました。 

 本市消防本部からも９月２７日から１

０月１日まで、延べ６日間、後方支援小隊

という部隊に１名を派遣いたしました。こ

の後方支援小隊の活動内容は、現地で人命

救助活動、捜索活動を実施しております隊

員をサポートする部隊でございまして、食

事環境、就寝環境を整えるような活動をす

るもので、テントの設営であったり、活動

隊員利用施設の消毒などの衛生管理、必要

に応じて活動場所への物資搬送、燃料補給

などを実施したものでございます。 
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 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 ３回目、要望・質問を

させていただきます。 

 質問番号１番に関しましては、要望にな

ります。自主性を高めるために取り組まれ

てきている研修について、よく分かりまし

た。ありがとうございます。 

 ただ、研修を受けるだけで自主性が身に

つくことは、なかなか難しいと思っており

ます。研修受講後に、職場でしっかりとそ

の後のフォローをしたり、常日頃から職場

で指導したりすることも、非常に大きいと

考えております。ＯＪＴの目的は、ただ業

務を覚えさせることだけでなく、職員が自

ら考え、自ら行動できる力を育むことにな

ります。適度に裁量を与え、実績に取り組

む姿勢を促進する環境を提供することで、

自主性を高めることができると思ってお

ります。どうかこうした職場となるよう、

しっかり取り組んでもらえることを要望

いたします。 

 質問番号２番、ふるさと応援寄附金につ

いて、これも要望とさせていただきます。

ＳＵＢＥッティが一番多いのは少し意外

でした。食料品とかが一番かと思っており

ました。今後も、本市の産業の活性化や魅

力発信に資する返礼品を増やしていって

いただくよう、よろしくお願いいたします。

要望といたします。 

 質問番号３番、シティプロモーション推

進事業の消耗品費ですが、こちらも要望で

す。セッピィのグッズを作製して販売した

ら、市の収入にもなりますので、作製し、

販売していくようお願いいたします。また、

販売について皆さんへ、市民の方への周知

も、よろしくお願いいたします。 

 また、イベント等を通し、摂津市の魅力

を発信していただき、人口が増えるように

つなげていっていただきたいと思います。

要望といたします。 

 質問番号４番のシティプロモーション

について、大阪銘木イベントの補助金につ

いてです。これは質問とさせていただきま

す。大阪銘木フェスタなどのイベントに来

場している市外在住者、その方がいかに摂

津市に関わっていいただくかを考えるこ

とが一番大切になってくるかと思ってお

ります。その展望についてお伺いします。 

 質問番号５番、鳥飼まちづくりグランド

デザイン推進事業です。令和６年度が、鳥

飼のまちづくりにとってどのような１年

であったかをお聞かせ願います。 

 次に、先ほどの消防の質問のお答えに対

して要望がございます。御説明ありがとう

ございます。 

 奥能登豪雨災害へは１名の方の派遣で

したが、東日本大震災のときは７名の方を

派遣し、また、その方々の交代要員として

７名の方が行っていらっしゃったとお伺

いしております。計１４名の方が現地で活

動していた時期もあったということでし

た。今、定数１０３名の方が職員としてい

らっしゃるのですが、今後大災害でもし派

遣となった際、これ以上の方が行かれます

と、逆に摂津市内での安心・安全を守れな

いのではないかと、不安に思っております。

また、そういう中で十分でない人数での対

応は、職員も疲弊していくと考えられます。

この疲弊は思わぬ事故にもつながりかね

ないかと考えます。市民や消防職員の安

心・安全を守るためにも、消防職員の増員

を強く求めます。 

 以上、要望です。終わります。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 辻課長。 
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○辻広報課長 質問番号４番、市外在住者

にいかに関わっていただくかについてお

答えいたします。現在、いわゆる関係人口

という考え方が全国的に広がっておりま

す。この考え方では、摂津市に住民票を移

していただくことだけを目指すのではな

く、本市への訪問を繰り返すことで、本市

に愛着を持っていただき、本市の活動を応

援したり、取組に参画いただくことを目指

すものであり、今後、この関係人口を本市

において増やしてまいりたいと考えてお

ります。 

 このような考えの下、大阪銘木フェスタ

をはじめとするイベントなどを通じて、本

市には、希少価値の高い大阪銘木、大阪欄

間や鳥飼なす、初代０系新幹線車両を展示

する新幹線公園、多くの新幹線車両が並ぶ

新幹線鳥飼車両基地など、他自治体にはな

い魅力があることをお伝えするとともに、

本市公式インスタグラムへのフォローを

お願いすることで、本市の魅力を発信して

おります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 質問番号５番の

３回目、鳥飼まちづくりグランドデザイン

において、令和６年度がどんな１年だった

かというお問いだったと思います。鳥飼ま

ちづくりグランドデザインを進めていく

上で、一番大切にしているのが協働です。

その協働の取組につきましては、淀川河川

敷のにぎわいを協働で実現する仕組みづ

くりを、進めているところです。鳥飼ワン

ドでの環境観察会を淀川河川レンジャー

と企画したり、鳥飼ワン！ぱ～く万博では

淀川河川敷のにぎわいに関するワークシ

ョップのメンバーが中心となった実行委

員会が主体となって実施しております。 

 淀川河川敷の持続的なにぎわいのため

には、利用者が主体的に関わる空間にして

いき、淀川河川敷の自然と地域の方々との

交流を育てることが必要であり、協働の取

組は欠かせないものと考えており、市民の

皆様と一緒に取組を進めているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 要望とさせていただ

きます。 

 質問番号４番、大阪銘木イベントの補助

金です。いろいろ御説明いただき、ありが

とうございました。 

 大阪銘木フェスタについてお聞きしま

したが、イベントは、関係者が自立してイ

ベント補助金がなくても、運営継続できる

というのが、目指す理想像だと思っており

ます。そのようなイベントになるよう、市

が開催者ともよく話し合ってもらえるよ

うに、よろしくお願いいたします。 

 質問番号５番、鳥飼まちづくりグランド

デザインに関しまして、御説明どうもあり

がとうございました。 

 先ほど人事課からの説明にあったかと

思いますが、職員自主研究グループで鳥飼

東小学校跡地の活用方法について研究さ

れた職員もいるとのことです。ワークショ

ップの中で、職員が一生懸命、勉強してい

る、研修していることを市民の方に対して

お伝えいただき、職員のやりがいにもつな

げていただければと思います。よろしくお

願いします。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午後０時２分 休憩） 

（午後１時   再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 それでは、質疑を続けます。 
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 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 決算概要から各課順

に１２点、質問させていただきます。 

 まず１点目、決算概要４６ページ、秘書

課、市政功労者栄典表彰事業の執行率が９

５．２％となっています。どのような方々

が対象で、何人おられたのでしょうか。ま

た、記念品などはどのようなものであった

のかお聞かせください。 

 次に、２点目、同じく４６ページの人事

課、労働安全衛生事業についてです。 

 執行率５４．７％と低いように思われま

すが、事業内容についてお聞かせください。 

 次に、３点目、同じく人事課、４８ペー

ジです。 

 先ほど峰松委員からも質問がありまし

たが、組織課題別能力開発事業の職員自主

研究グループ補助金についてです。これは

インフォーマル活動なのか、フォーマル活

動なのかお聞かせください。 

 次に、４点目、５２ページ、広報課、シ

ティプロモーション推進事業です。 

 先ほどの質問と少し内容がかぶるかも

しれませんが、決算額５４８万５，７４１

円で、令和６年度はどのような事業を展開

されたのかお聞かせください。 

 次に、５点目、広報課、５２ページ、ふ

るさと応援寄附金推進事業では、決算額９

３１万８６４円となっております。事務報

告書１６ページのふるさと応援寄附金の

状況を示した値では、寄附件数が８６７件、

寄附金額は２，０６６万６，０００円とな

っております。この違いについてお聞かせ

ください。 

 続いて、６点目、政策推進課で５６ペー

ジ、鳥飼まちづくりグランドデザイン推進

事業についてです。 

 目指すべき姿についてと、現状の進捗状

況の中で、令和６年度はどのようなことを

されたのかお聞かせください。 

 ７点目、同じく政策推進課、５６ページ、

淀川河川防災ステーション等整備促進事

業についてです。 

 決算額が１４万８，２０９円となってお

ります。これまで一市民の立場で調べてい

たときから、令和６年度から工事が始まる

計画だったように思うのですが、令和６年

度の実績と現状をお聞かせください。 

 次、８点目、６０ページ、人権女性政策

課、人権啓発推進事業のいじめ問題再調査

委員会委員報酬について、執行率が１０

０％となっております。この委員会につい

て詳しく説明してください。 

 次に、９点目、６２ページ、同じく人権

女性政策課、男女共同参画推進事業のＯｉ

Ｔｒディスペンサー利用料についてです。

３万９，６００円が執行されておりますが、

これはどのようなものなのか。また、公共

施設での設置や利用状況についてもお伺

いいたします。 

 １０点目、９２ページ、政策推進課、物

価高騰支援給付金事業についてです。 

 決算額が１２億１，１１２万８，１２０

円となっております。その中で市民への支

援給付金は１１億３，１５２万円で、残り

の７，９６０万８，１２０円が給付に要し

た経費と思われます。この経費にかかった

内容を教えてください。 

 次に、１１点目、こちら１４０ページ、

警備企画課、消防本部車両・資機材整備事

業についてです。 

 峰松委員とかぶるかもしれませんが、執

行率がまず２６．６％となっております。

この理由についてお聞かせください。 

 次に、１２点目、事務報告書４２２ペー

ジ、消防水利整備事業で、消防水利の保有
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数が公設９５基、私設２２４基、その他３

５基です。消火栓が１，８１９基となって

おります。最近、ビルが高層化になってお

り、タワーマンションの高層部分の火災が

あった場合、消火活動はどのような水利の

活用ができるのかお聞かせください。 

 １回目の質問は以上とさせていただき

ます。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 有場副理事。 

○有場市長公室副理事 質問番号１番、市

政功労者栄典表彰事業についての御質問

にお答えいたします。 

 この事業につきましては、主に市政功労

者表彰と感謝状の贈呈式に関わる事務の

執行経費でございます。 

 市政功労者表彰は、摂津市の公益に関し

まして、特に功労が顕著であった方々や市

民の模範となった方々を表彰することが

目的でありまして、受賞対象となられた方

に対しましては、毎年文化の日である１１

月３日に執り行います賞状贈呈式におき

まして、賞状と一体となった盾を記念品と

してお渡ししております。 

 令和６年度の実績につきましては、表彰

が２２件、感謝状の贈呈が２５件でござい

ました。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 人事課に関わります２

点の御質問にお答えいたします。 

 質問番号２番、令和６年度の労働安全衛

生事業の事業内容でございます。まず市の

労働安全衛生全体で申し上げますと、本庁、

環境、消防、教育委員会、水道の五つの事

業場でそれぞれ毎月委員会を開催し、例え

ば公務災害の状況ですとか、公用車の事故

の状況について共有、対策を協議して、労

使で職場をどうよくしていくかを進めて

おります。 

 その報告を年４回実施しております中

央安全衛生委員会で行い、各事業場で共有

し、自らの事業場で生かせるものを持ち帰

ることをしております。 

 執行率が低くなってしまった要因とい

たしましては、庁用器具費の執行がなかっ

たことが大きな要因でございます。なお、

この庁用器具につきましては、各事業場に

おきまして意見をまとめて、先ほど申し上

げました中央安全衛生委員会で必要とな

るものを提案いただくという流れでござ

いますが、令和６年度は提案がございませ

んでした。 

 なお、参考までに、令和７年度におきま

しては、消防事業場から熱中症アラーム付

指数計購入についての提案依頼があり、中

央安全衛生委員会で報告の上、決定してお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号４番、シティプロ

モーション推進事業についてお答えいた

します。 

 本市には、大阪銘木、大阪欄間、鳥飼な

す、新幹線鳥飼車両基地、新幹線公園、阪

急電鉄正雀工場・車庫、スクールバッグの

無料配布等の他市にはない魅力がござい

ます。また、フォトコンテストの開催、市

内・市外イベントへの出展、大阪銘木フェ

スタの補助、阪急・阪神電車や大阪モノレ

ール車両内の広告掲示、大阪・関西万博の

機運醸成に合わせた魅力発信としての北

摂７市３町連携企画などを行いました。 

 車両内の広告掲示につきましては、阪

急・阪神電車で食べることにおける摂津市

のＳＤＧｓの取組を掲示し、大阪モノレー
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ル車両で摂津市のすてきなスポットの写

真とシティプロモーションサイトのＱＲ

コードを掲示いたしました。 

 大阪・関西万博の機運醸成に合わせた北

摂７市３町連携企画につきましては、ゆめ

いろ大阪音頭の動画作成、まるごとぜんぶ

北摂の本の作成、北摂周遊デジタルスタン

プラリーや北摂弁当レシピコンテストの

実施、北摂連携グッズの作成を行いました。 

 次に、質問番号５番、ふるさと応援寄附

金推進事業についてお答えいたします。 

 歳入としまして、市外住民からのふるさ

と応援寄附金を８６７件、２，０６６万６，

０００円収入し、歳出としまして、ふるさ

と応援寄附金に係る印刷製本費や委託料

を９３１万８６４円支出したものでござ

います。 

 印刷製本費の内容は、チラシ作成に係る

ものでございます。委託料の内容は、手数

料、返礼品代、配送料、書類発行料、ワン

ストップ特例対応料となっており、ふるさ

と応援寄附金のポータルサイトでありま

す、さとふる、ふるなび、楽天ふるさと納

税、ふるさとチョイスの４社へ支出したも

のでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 質問番号３番の答弁が

抜けておりましたので、お願いします。 

 松本課長。 

○松本人事課長 すみません、質問番号３

番の答弁が漏れておりました。 

 質問番号３番、自主研究グループについ

てでございます。この活動は、摂津市職員

自主研究グループ活動助成要綱に基づい

て活動をしておりますことから、一定、フ

ォーマルな活動、つまり公式な活動と捉え

ることは可能と考えております。 

 なお、この要綱には、職員が市行政等に

関する事項を研究するため、自主的に結成

したグループに対し、その研究活動に要し

た経費等を助成すること、また市行政の活

性化を図ることを目的とすることを定め

ているほか、補助金の助成や承認、研究活

動報告等について、ほかに研究活動は勤務

時間外に行うものとする旨を定めており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 続いて、寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 ６番目、鳥飼まち

づくりグランドデザインの目指すべき姿

と、それに向けた令和６年度の取組につい

ての御質問にお答えいたします。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインの目

指すべき姿としましては、誰もが安全・安

心に過ごし、にぎわいと暮らしやすさが調

和したまちを目指して策定されておりま

す。この鳥飼まちづくりグランドデザイン

で示されている将来予想の実現に向けて、

令和６年度は、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインで位置づける企業と住民の共存発

展エリア、居住性向上エリアＢ及び田園

（農業とのふれあい）エリアにおいて、住

民説明会を開催しております。説明会では、

今後の鳥飼地域におけるまちづくりの方

向性を説明させていただき、エリア内に存

在する鳥飼東小学校の統廃合後の利活用

問題につきましては、鳥飼まちづくりにお

ける喫緊の課題として捉え、他市町村で見

られる小学校跡地活用の事例紹介を行っ

ております。 

 また、鳥飼東小学校跡地活用をテーマと

したワークショップも開催しており、令和

６年７月に募集した活用アイデアの結果

を紹介した上で、参加者が考える跡地活用

についての意見交換を行っております。 

 次に、７番目、河川防災ステーションの
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令和６年度の実績と現状についての御質

問にお答えいたします。 

 令和６年度の実績としましては、国が行

う河川防災ステーション整備の設計に際

して、関連する道路整備や水路整備に調整

が必要な関係各課を交えた協議を行って

おります。 

 また、河川防災ステーション上部施設の

災害時機能と建物規模につきましては、庁

内の河川防災ステーション専門チームに

おいて協議を行っております。 

 また、用地買収につきましては、国と連

携しながら、関係地権者の方と交渉を進め

ております。 

 次に、現状について、さきの一般質問の

答弁でもありましたように、鳥飼地区河川

防災ステーションは、令和４年度から事業

を開始しており、令和１１年度完成を目指

して進めておりました。用地取得の進捗に

ついて淀川河川事務所に確認したところ、

当初の事業計画より協議期間が長期間と

なっている旨を伺っており、用地取得のめ

どが立っていない現状となっております。

用地取得のめどが立ち次第、改めて工事完

了時期を掲示する旨を伺っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 人権女性政策

課に関わります８番目と９番目の御質問

についてお答え申し上げます。 

 まず、いじめ再調査問題です。市内小・

中学校において、いじめを認知した場合は、

摂津市いじめ防止基本指針に基づきまし

て、学校内にいじめ対策委員会を設置いた

します。同委員会により事実関係の把握、

被害児童・生徒への支援、加害児童・生徒

への指導を行うとともに、保護者への説明、

報告を行い、さらに再発防止に向け事象の

検証を行うこととされております。 

 一連の対応の中でいじめ重大事態が認

められた場合は、教育委員会を通して市長

へ報告をいたします。この経過の中で、市

長が再調査の必要があると認めた場合に、

市の附属機関に諮問し、改めて当該いじめ

問題に関する再調査を実施することとな

ります。ここでの附属機関が摂津市いじめ

問題再調査委員会でございます。 

 続きまして、９番目の御質問ですけれど

も、ＯｉＴｒ（オイテル）ディスペンサー

は生理に関する女性の不安や負担の軽減

を目的に、官民連携による継続的な支援を

図るため、企業との連携協定により、令和

５年度末に市役所に次いで二つ目の施設

として、コミュニティプラザ１階の女性ト

イレに機器を導入いたしました。 

 一つ目の施設では、無償で機器を利用す

ることができるのですが、二つ目の施設で

は、利用料が発生してまいります。このた

め、コミュニティプラザに設置した機器の

利用料といたしまして、令和６年度から執

行しているものでございます。 

 また、コミュニティプラザにおける利用

状況といたしましては、延べ５９１枚、毎

月約５０枚が提供されております。 

 なお、今年９月末時点では月平均５７枚

の提供がありまして、御利用は増加傾向に

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 垣本参事。 

○垣本政策推進課参事 質問番号１０番、

給付に要した経費の内容についてお答え

いたします。 

 物価高騰支援給付金事業につきまして

は、令和６年度は住民税非課税世帯への給

付やこども加算給付、定額減税に係る調整

給付など様々な給付金事業を実施してま
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いりました。これらの給付金事業の支給事

務の主な流れとしましては、対象者の抽出、

対象者への支給要件確認書の発送、返送さ

れた確認書を順次審査し、システムへ入力、

対象者への給付金の振込という流れとな

っております。 

 この支給事務にかかる経費としまして

は、確認書の発送、返送に係る郵便代であ

る通信運搬費、給付金対象者の登録から振

込まで一元管理するシステムの構築及び

保守を委託するシステム構築等委託料、給

付金対象者への振込に係る金融機関への

振込手数料がございます。 

 また、市民からの相談や確認書等の窓口

受付業務、コールセンターにおける電話応

対業務、対象者への確認書発送に係る印刷

業務や確認書返送後の開封、審査、システ

ム入力業務など支給事務全般を委託する

窓口等業務委託料がございます。 

 そのほか、担当職員の給付金支給事務に

おける時間外勤務手当や支給事務に必要

なトナー用紙等の消耗品の購入、これらが

給付に要した経費の内容となります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 角田課長。 

○角田警備企画課長 １１番目の御質問

にお答えいたします。 

 消防本部車両・資機材整備事業の執行率

につきましては、御指摘のとおり２６．

６％と低く表記されておりますが、備考欄

に記載がありますとおり、残額の２億８９

２万６，８４９円のうち、１億９，４４０

万７，０００円を翌年度に繰り越しており

ますので、実質の残額は１，４５１万９，

８４９円で、執行率につきましても８３．

９％となるものでございます。 

 翌年度に繰越しとなった理由につきま

しては、令和６年度に消防本部が更新いた

します車両が４台ございまして、このうち

２台が能登半島地震の影響を受けまして、

車両の製作に必要な配線部品の製造に遅

延が出たことなどの理由で、年度内に納車

が不可能となり、年度をまたいでの納車と

なってしまいました。このため予算措置に

つきましても繰越明許費として処理した

ものでございまして、この件につきまして

は、本年６月の令和７年第２回定例会にお

きまして御報告させていただいたもので

ございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小西課長。 

○小西警防第二課長 １２番目の御質問

についてお答えいたします。 

 火災現場に到着した消防隊は必要に応

じて消火栓、防火水槽などの水利を活用し、

高層建物に設置されている連結送水管を

使用して放水活動を行います。連結送水管

は、地上階に設置されている送水口から送

水することにより、３階以上の各階に設置

されている放水口まで水が送られ、消火隊

は放水口にホースを連結して消火活動を

行うことができます。７階以上の建物及び

延べ床面積が６，０００平方メートル以上

であれば、５階以上の建物に設置が義務づ

けられている消防用設備で、消防法施行令

及び消防法施行規則で定められておりま

す。 

 今後も、高層建物火災の対策といたしま

して、消防水利や設置された消防用設備を

活用して、市民の安心・安全のために取り

組んでまいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 ２回目、質問、要望を

させていただきます。 

 まず１点目、市政功労者栄典表彰事業に
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ついてです。 

 功績のあった方々への感謝の意を表す

る大変いい事業だと思いますし、表彰を受

賞された方々は名誉と達成感があると思

います。令和６年度の表彰者は、２２人と

伺いました。どのような活動をされた方々

なのかお聞かせください。 

 次に、２点目については要望とさせてい

ただきます。 

 労働安全衛生事業について、事業内容は

理解いたしました。気候変動により夏場は

３５度を超え、今年度ですと４０度近い

日々が連日続く猛暑日があり、また猛暑が

もう当たり前になる時代になってきてお

ります。 

 先ほど、熱中症対策は事業主に義務化さ

れる動きになっているという話もあり、ほ

かの職場の意見を伺いながら今後もぜひ

熱中症対策に取り組んでいただくよう要

望しておきます。 

 次に、３点目の組織課題別能力開発事業、

職員自主研究グループ補助金についてで

す。定時後の活動で自主的に行っていると

のことですが、内容は業務改善のために行

っていて、補助金も出ているので、超過勤

務手当をつけるべきだと思いますが、見解

をお聞かせください。 

 続いて４点目、シティプロモーション推

進事業についてです。 

 取組はよく理解できました。過去から摂

津市は、本市をＰＲするために、銘木団地、

鳥飼なす、新幹線鳥飼基地などを紹介して

きました。今後もシティプロモーション推

進事業で魅力ある摂津市を発信していた

だくよう要望とさせていただきます。 

 次に、５点目、ふるさと応援寄附金推進

事業で、返礼品はどのようなものがあるの

か、具体的に応援寄附金の額によって返礼

品は違うものと思いますのでお聞かせく

ださい。 

 次に、６点目、鳥飼まちづくりグランド

デザイン推進事業で、鳥飼東部の活性化を

図っていく中で、鳥飼東小学校跡地活用は

大変貴重な財産の一つです。 

 他市町村で実施した跡地活用はどのよ

うなもので、参加された市民の意見はどの

ようなものがあったのか、お聞かせくださ

い。 

 次に、７点目、淀川河川防災ステーショ

ン等整備促進事業についてです。 

 用地取得のめどが立っていない現状と

のことですが、予定地の事業者の移転先に

めどが立っていないと理解してよろしい

のでしょうか。お答えください。 

 続いて、８点目、いじめ問題再調査委員

会報酬についてです。 

 １回目の答弁では、小・中学校において、

いじめを認知した場合、摂津市いじめ防止

基本指針に基づき学校内にいじめ対策委

員会を設置、一連の調査によっていじめ重

大事態が認められ、市長に報告がなされる。

経過の中で、再調査が必要と認めた場合、

いじめ問題再調査委員会が設置されると

のことです。決算額はゼロ円ですが、この

再調査委員会は開催されたと思っており

ます。何件あったのかお聞かせください。 

 次に、９点目、ＯｉＴｒディスペンサー

利用料についてです。私は男性であり、聞

きづらい分野ではありますが、市民からの

要望がありましたので質問させていただ

きました。 

 ＯｉＴｒ（オイテル）については関係部

署と連携を取って今後とも、性別問わず誰

もが過ごしやすい摂津市になるように引

き続き取組をよろしくお願いいたします。

こちら要望とさせていただきます。 
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 次に、１０点目、物価高騰支援給付金事

業についてです。 

 こちらについては、よく分かりました。

この件については、質問なしとさせていた

だきます。 

 次に、１１点目、消防本部車両・資機材

整備事業についても、よく分かりました。

こちらも質問なしでいきたいと思います。 

 次に、１２点目、消防水利整備事業につ

いてです。 

 高層マンションの対策ですけれども、全

国の先進的な取組を研究していただき、市

民への安心・安全な取組になるように要望

とさせていただきます。 

 これで２回目の質問を終わります。 

○安藤薫委員長 有場副理事。 

○有場市長公室副理事 市政功労者表彰

に関わります御質問にお答えいたします。 

 市政功労者表彰は、功労賞、善行賞、寄

附篤行賞の３種類がございまして、令和６

年度につきましては功労賞のうち、自治功

労賞では地区振興委員や青少年指導員な

どを務められた方、消防・防災・防犯功労

賞では消防協力会や防火安全協会で尽力

された方、それと福祉・衛生功労賞では保

護司の方などがございます。 

 その他、国から叙勲や褒章を授与された

方、本市に多額の金品を寄附された方など

に賞状を贈呈いたしております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ３点目、職員自主研究グ

ループについてでございます。これはあく

まで自主研究であり、自己意欲向上であり、

補助金という交付金の支出対象ではあり

ますが、職務命令を受けている状況には当

たりません。 

 さらに申し上げますと、自主研究は当然

ながら、任意となります。つまりは自主研

究が使用者の指揮命令下にございません

ので、時間外勤務手当の支給対象とはなら

ないとの見解でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 山本副市長。 

○山本副市長 職員自主研究グループに

係る１回目の人事課長の答弁で、フォーマ

ル、インフォーマルの話がございました。 

 フォーマルという回答をしましたが、委

員がフォーマルであれば時間外と御質問

をされたと思います。本来この制度を立ち

上げたときは、入庁間もないの職員であっ

ても、経験を積んでいる職員であっても、

自主的に活動しようというもので、だから

上席の指揮命令系統には入らない。意欲あ

る職員が自らグループを組んで何か研究

をする、場合によっては理事者に御報告を

していただくことでスタートしておりま

す。最初の答弁がもしかしたら誤解を招い

ているかも分かりませんが、あくまで指揮

命令系統にある業務命令ではなく、自主的

に活動をしております。そういう意味であ

れば、どちらかというとインフォーマルに

近い形だと思います。だから、時間外につ

いては対象にしていません。 

 ただ、研究で他の機関でありますとかに

照会をする際、摂津市という名前を使って

いただいたら、外部の方に快く応じていた

だける場合があります。その際は摂津市と

いう名前を自主研究グループの職員に使

っていただいてもいいとしています。場合

によっては、人事課でありますとか、ほか

の担当課がつなぎをして、職員が自主研究

をしやすい環境をつくることで進んでお

りますので、どちらかといえばインフォー

マルとなります。 

 ただ、活動については、職員の自主向上、
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能力向上にもつながりますし、ひいては市

全体のサービス向上にもつながります。補

助金をお渡しして、公費でもろもろの活動

を支援するような内容でございますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 ５点目、ふるさと応援寄附

金の返礼品についてお答えいたします。 

 各カテゴリーでの代表的な返礼品と、そ

の寄附金額についてです。 

 肉のカテゴリーでは、和豚もちぶた無塩

せきハム詰め合わせがございまして、寄附

金額１万円。海産物では、手作り天然海老

フライセット１万３，０００円。パンでは、

摂津あんぱんと古代小麦のパンセット１

万２，０００円。スイーツでは、宇治抹茶

生産農家オリジナルチョコレート１万１，

０００円。総菜では、ジューシー水ギョー

ザ１万円。家電製品では、ＬＥＤ美顔器、

２５万円、ハンディモデルのものは８万円。

スポーツではゴルフティーのＳＵＢＥッ

ティ５，０００円がございまして、また体

験型のカテゴリーでは、期間限定での万博

記念公園での花火の鑑賞チケット１万５，

０００円などがございます。いずれも総務

省告示の地場産品基準を満たすものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 質問番号６番に

ついての御質問にお答えいたします。 

 昨年度の説明会では、文部科学省から出

ている廃校活用事例集から、課題解決のヒ

ントとなるような事例を五つ紹介させて

いただいております。 

 一つ目の事例は、社会教育施設としての

活用事例。事例の二つ目は、道の駅として

の活用事例。三つ目は、スポーツセンター

としての活用事例。四つ目は、コミュニテ

ィ複合施設としての活用事例。五つ目とし

ましては、大学としての活用事例となりま

す。 

 参加された市民からの御意見でござい

ますが、具体的な活用アイデアはアンケー

ト調査を行っておりまして、活用アイデア

としましては、買物施設であったり、子供

が室内遊びをできるような施設であった

り、運動施設、防災、せんだん公園との一

体活用とした公園などと、２３９件のアイ

デアをいただいております。 

 続きまして、質問番号７番についてお答

えいたします。 

 河川防災ステーションの用地取得の進

捗状況につきましては、淀川河川事務所に

確認したところ、原因は個別の事案となり

ますので、協議状況についてお答えするこ

とができませんが、引き続き本市としまし

ても淀川河川事務所と連携しながら進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 質問番号８番

の２回目の御質問にお答えいたします。 

 いじめ問題再調査委員会委員報酬は１

件の再調査に対し、執行したものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 まず１点目の市政功

労者栄典表彰事業についてです。市政功労

者を表彰することは、市民の力によってま

ちが築かれてきたことを確認する機会で

あるとともに、市と市民の間の信頼関係を

深め、協働のまちづくりをさらに発展させ

る大変意義深い取組だと思います。 

 来年は、市制施行６０周年でもあります。
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市の発展を支えた方々の功績をしっかり

と把握するとともに、地域の誇りとして、

未来に引き継いでいただきたいと思いま

す。 

 また、この方々に続く人材育成のための

取組は大変重要だと考えております。次世

代を担う人材育成に取り組んでいただき

ますよう要望し、この質問を終わります。 

 続いて、３点目です。副市長にも詳しく

教えていただき、内容については理解いた

しました。職員自主研究グループは、職員

の人材育成のためにも非常にいい取組だ

と思います。より多くの職員の皆さんが参

画できるよう、要望とさせていただきます。 

 次に、５点目、ふるさと応援寄附金推進

事業についてです。 

 こちらについて、より多くの方に寄附を

いただけるようにＰＲ活動に努めていた

だくよう要望といたします。 

 次に、６点目、鳥飼まちづくりグランド

デザイン推進事業についてです。鳥飼地域

の活性化のためには欠かせない事業だと

思います。目指すべき姿に向けて、これか

らも尽力をよろしくお願いいたします。 

 次に、７点目、淀川河川防災ステーショ

ン等整備促進事業についてです。 

 今後の動きを注視していきたいと思い

ますので、この質問はこれで終わりにいた

します。 

 次に、８点目、いじめ問題再調査委員会

委員報酬についてです。 

 先ほどの答弁で１件ありましたとのこ

とです。とはいえ、１件でも再調査委員会

が開催されるということは、学校内に設置

されるいじめ対策委員会の充実をもっと

図るべきだと思っております。これ以上は、

教育委員会の領域になりますので、より連

携を持っていただくことを要望とさせて

いただきます。 

 これで、私の質問を終わります。 

○安藤薫委員長 それでは、ほかに質問は

ありますか。 

 長田委員。 

○長田知樹委員 ８点質問させていただ

きます。よろしくお願いします。 

 まず、質問番号１番、人事課です。決算

概要２４ページ、給与費決算額調のうち、

職員手当等についてです。 

 決算額は約２５億８，１９０万円、前年

比２９．６％、約５億９，０００万円の増

額と補足説明がありました。その要因につ

いては、賞与であったり、退職手当の増加

であったりとのことでしたが、職員手当等

の中にはほかにも様々な手当があります。

まず、通勤手当に係る令和６年度の決算額

と令和５年度との比較についてお聞かせ

ください。 

 次に、質問番号２番、広報課です。決算

概要５２ページ、ふるさと応援寄附金推進

事業についてです。 

 ふるさと応援寄附金による住民税減収

分は、その７５％が普通交付税措置される

仕組みがありますが、このような中で、本

市は今後ふるさと応援寄附金推進事業に

力を入れていくのかをお聞きします。 

 次に、質問番号３番、人権女性政策課で

す。決算概要６０ページの男女共同参画推

進事業についてです。 

 事務報告書４１ページを見ると、男女共

同参画センターで様々な講座が実施され

ていますが、各講座における講師をどのよ

うに選定されているのかお伺いします。 

 次に、質問番号４番、同じく人権女性政

策課です。 

 男女共同参画の取組として、事務報告書

では、女性向けの事業は多く確認できます
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が、男性向けにはどのような取組があるの

かお聞かせください。 

 次に、質問番号５番、選挙管理委員会事

務局です。 

 決算概要７２ページや７４ページで選

挙に係る費用が計上されています。市長選

挙及び府議会議員補欠選挙では、投票率約

３７％、衆議院議員一般選挙でも約４８％

で、市民の半数以上が選挙に行っていない

現状です。民主主義の我が国においては、

投票率が低い現状は非常に問題です。 

 そこで、令和６年度の選挙において、投

票率を上げるため、どのような取組をされ

たのかお聞かせください。 

 次に、質問番号６番、消防総務課です。

事務報告書４２８ページ、令和６年度救急

概況についてです。 

 救急出場件数は６，１０６件で、搬送人

員は５，３４３人となっています。約８７．

５％が搬送されていますが、搬送されてい

ない残りの約１２．５％の内容と内訳につ

いてお伺いします。 

 続きまして、質問番号７番、同じく消防

総務課です。 

 決算概要１４２ページの消防団活動事

業のうち、消防団の訓練大会、特に消防団

ポンプ車操法等の予算も含まれているの

かお伺いします。 

 最後に、質問番号８番、こちらも消防総

務課です。 

 決算概要１４２ページの消防団活動管

理事業と消防団車両・資機材整備事業にま

たがる質問ではありますが、近年では、消

防団車両が中型車になることにより、普通

免許では運転できない事例があるとお聞

きしたことがあります。 

 そこで、摂津市での消防団員の運転免許

資格状況と消防団車両の規格についてお

答えください。 

 １回目の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号１番、通勤手当

についてお答えいたします。 

 令和６年度の通勤手当は、６，４２４万

３，７５０円。令和５年度の通勤手当は、

６，５３７万４，７４０円となっておりま

して、比較いたしますと１２０万６，５１

０円の減となっております。 

 その主な要因といたしましては、多少な

りとも通勤定期に係る費用が減少したと

いうことだと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号２番、ふるさと応

援寄附金推進事業についてお答えいたし

ます。 

 本事業は、本市の事業者が提供する返礼

品を寄附者にお送りすることで、本市の産

業の活性化及び魅力発信に資する目的で

展開している事業でございます。 

 今後、関係課や関係機関との連携を強化

しまして、食品や家電等のものの返礼品の

充実はもちろんのこと、新幹線鳥飼車両基

地や阪急電鉄正雀工場・車庫の見学ツアー

等の体験型の返礼品の導入も検討する中

で、本市の産業の活性化及び魅力発信に力

を入れてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 ３番目と４番

目の質問にお答えいたします。 

 まず、３番目ですけれども、男女共同参

画センターで実施する講座についてです。 

 こちらは摂津市男女共同参画計画の基

本的方向、施策に沿って年度初めに実施計

画を作成し、その上、実施しております。 
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 講師につきましては、主に活動専門員が

他市で行われる講演会や講座に実際に参

加することをはじめ、講師の著書や講演実

績を調査、また他市での事業報告書や情報

誌などにより情報を収集することなどに

よって選定しております。 

 次に、男性向けの主な取組としましては、

男女共同参画センターにおいて、摂津市男

女共同参画計画の基本的方向である男女

共同参画社会へ向けての環境整備に基づ

き、家庭における家事や子育て、介護への

男性の参画を促進する講座を実施してお

ります。 

 今年度になりますけれども、間もなく１

１月１９日の国際男性デーに関連しまし

て、今、男性は何を思い、何に悩むのか。

男性学の視点から考えるというテーマで

講座を実施する予定です。講座は、お仕事

帰りの方も参加しやすい午後６時半から

の開始を設定しております。 

 また、国の男女共同参画計画の方向性な

どを踏まえまして、男らしさの固定概念な

どにより精神面で孤立しやすい傾向にあ

る男性を対象に、自身が抱える様々な問題

の解決に資することを目的として、平成２

６年度から男性電話相談を実施しており

ます。 

 こちらは、男性相談員が毎月第４水曜日

に実施しておりまして、令和６年度には２

５件の相談をお受けいたしました。主な相

談内容としましては、自身の性や夫婦関係

での悩みが多い傾向にございます。男女共

同参画センターが実施しております女性

相談に比べますと、相談を聞いてほかのつ

なぎ先を案内するというよりは、相談者が

思いを吐き出すことによって気持ちが楽

になる事案が多数を占めております。 

 当課といたしましても、相談者の気持ち

に寄り添い、傾聴していくことを心がけな

がら、この事業を今後も継続してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 質問

番号５番の御質問にお答えいたします。 

 令和６年度の選挙におきましては、有権

者の皆様が投票しやすい環境づくりと

様々な啓発活動に取り組んでおります。 

 まず、投票環境についてでございます。

千里丘小学校の校舎の建て替え工事に伴

いまして、投票に来られた方の動線や駐車

場などに課題がございましたので、近隣の

エネゲート様の御協力をいただき、事業所

内の施設をお借りしまして投票所を設置

いたしました。また、市長選挙におきまし

ては、第９集会所から味舌体育館に投票所

を変更いたしまして、より快適で投票しや

すい環境を整えております。 

 さらに、令和３年の市議会議員選挙から

でございますが、新型コロナウイルスの感

染症対策として分散投票を促すというこ

とで、市役所以外における期日前投票の期

間を従来の２日間から４日間に延長して

実施をしております。新型コロナウイルス

が５類に移行した後も、この４日間、期間

延長を継続して実施をいたしております。 

 次に、啓発活動につきましては、広報紙

や市ホームページ、ＬＩＮＥなどによる情

報発信に加えまして、選挙チラシ及び選挙

公報の全戸配布を行っております。あわせ

まして、懸垂幕や横断幕、立て看板の設置、

公用車への啓発表示や市役所１階のモニ

ターによる動画放映なども実施いたしま

した。 

 また、放送による啓発といたしまして、

パッカー車や広報車による市内の巡回放
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送、駅や公共施設での館内放送なども行い、

幅広い世代への周知に努めております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 ６番目の御質問

について、答弁申し上げます。 

 令和６年度の救急出場件数のうち、病院

へ搬送されていない不搬送となった件数

の内訳についてでございます。委員がお示

しのとおり令和６年度の出動件数は６，１

０６件で、うち搬送人員は５，３４３人と

なってございます。１件の救急出動で複数

人搬送する場合がございますので、数字に

差が生じますけれども、令和６年度の不搬

送件数は７７８件で、不搬送理由の内訳と

いたしましては、辞退が５１３件、搬送拒

否が９７件、明らかな死亡が９４件、傷病

者なしが３５件、誤報、いたずらが１８件、

その他が２１件となってございます。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 ７番目と８番目の

御質問について答弁させていただきます。 

 まず、消防団活動事業のうちの、消防団

の訓練大会のポンプ車操法等の予算も含

まれるのかとの御質問についてです。 

 令和６年度におきましては、鳥飼地区消

防団の小隊訓練が高槻市、茨木市、吹田市、

島本町、摂津市の４市１町の消防団で構成

される三島地区支部の訓練当番となって

おりましたので、その訓練に従事された団

員の出動報酬が含まれております。 

 補足といたしまして、令和７年度につき

ましては、ポンプ車操法の予算がこの項目

に含まれることとなります。 

 次に、８番目の御質問でございます。 

 消防団活動管理事業と消防団車両・資機

材整備事業にまたがる質問であります。消

防総務課と警備企画課にまたがりますの

で、私から一括で答弁させていただきます。 

 近年の免許区分改正により、委員が御質

問のような事例が他市で起きていること

を聞いております。本市におきましては、

摂津市第一分団から第四分団までの自動

車分団車両、消防ポンプ車として艤装した

後も普通免許登録できる車両を導入して

いるため、普通免許で運転が可能でござい

ます。また、その他の分団につきましても、

大半が軽自動車に可搬式ポンプを積載し

た消防車となりますので、普通免許で運転

が可能でございます。 

 以上のことから、消防団員の免許資格状

況の把握といたしましては、全員普通免許

以上所持されていることを確認いたして

おります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 まず、１番目の質問についてです。 

 通勤手当が約１２１万円減少したこと

が分かりました。つまりは、職員の平均の

通勤時間も減少しているかと思います。長

時間の通勤を回避できることで職員の健

康維持にもつながり、業務の効率や集中力

が高まったり、職員自身のワーク・ライ

フ・バランスが向上したり、結果として組

織の生産性が上がるとも考えられます。 

 その最たるものが市内在住だと思いま

すが、最近の職員の市内居住率の推移とそ

の率を高めるための取組についてお聞か

せください。 

 次に、２番目、ふるさと応援寄附金推進

事業についてです。 

 本市が返礼品を通して市内事業者の活

性化につなげようとされている方針は理

解いたしました。大変意義のある取組だと
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感じます。特に、体験型の返礼品は摂津市

の産業やまちの魅力を全国に知ってもら

うよい機会になると思います。先日も宮城

県仙台市で新幹線の整備体験のイベント

があり、大変好評だったという報道を見か

けました。ぜひ摂津市においてもそういっ

た取組によって産業の活性化や市の魅力

向上につながることを期待してこの質問

を終わります。 

 次に、３番目の質問についてです。 

 講師の選定については理解いたしまし

た。講座のテーマを決定するに当たって、

市民のニーズをどのようにして把握され

ているのかをお聞かせください。 

 次に、４番目の質問についてです。 

 男性向けの取組について理解いたしま

した。また、男性の場合は、なかなか人に

相談しづらいといった理由で、相談につな

がらない場合もあると思いますが、そのよ

うな方にはどのようにアプローチをされ

ているのかお聞かせください。 

 次に、５番目の質問についてです。 

 令和６年度の取組をお伺いしましたが、

今後の選挙に向けてはどのような取組を

されていくのかお聞かせください。 

 次に、６番目の質問についてです。 

 救急出場件数が増加している中で、不必

要と思われる救急出場や軽症者の搬送も

増加しているのではないかと考えます。軽

症者などの搬送を減らす取組をされてい

ればお聞かせください。 

 ７番目の質問についてです。 

 予算の項目については、理解しました。

近年よく耳にするのが消防団のポンプ車

操法が大きなハードルとなり、消防団員に

なりたくないといった話です。そこで、摂

津市の消防団ポンプ車操法の現状と新入

団員への弊害となっていないかの現状を

教えてください。 

 最後に、８番目の質問についてです。 

 本市では、消防団車両の大半が普通免許

で運転可能ということが分かり、安心いた

しました。今、若い世代では、運転免許を

取らない人も増えており、これからの新入

団員の中には、普通免許を持っていない方

も当然出てくると思います。いざ火災が発

生して参集がかかっても、誰も車両を運転

できないという事態にならないよう、消防

団員の免許については引き続きしっかり

と把握していただきますようお願いしま

す。 

 ２回目は以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号１番、職員の市

内在住率ですけれども、２４．０％となっ

ておりまして５年前と比べて４．２ポイン

トの減となっております。 

 市内在住率を上げる取組でございまし

たが、他市におきましては、例えば市内在

住職員には、住居手当を国と比べて割り増

しすることで市内在住者を増やす。この財

源として、市外在住者の住居手当を廃止し

たり、減額したりという手法を取っている

市も僅かながらございます。 

 ただ、こうした手法につきましては国の

基準を超えて手当を支給する面があり、非

常に困難であると考えております。手当以

外にも職員自身が市内に居住できるメリ

ットを実感できるものが何かあればとは

思っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 ３番目と４番

目の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、講座に当たっての市民のニーズを
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どのように把握しているのかです。講座終

了時に受講者へのアンケートにより、受け

てみたいテーマをお尋ねするほか、男女共

同参画センターを訪れる市民の方との対

話であったり、男女共同参画推進審議会や

男女共同参画センター運営委員会の事業

報告の際に委員から御意見をいただき、次

年度の講座実施計画の参考としておりま

す。 

 次に、４番目の御質問です。男性の相談

しづらい状況の中、今、どのようにアプロ

ーチしているかですが、まず、御相談その

ものは匿名でお受けしておりますが、市の

窓口を利用しづらいとか、相談時間が合わ

ない方もおられるかと思います。 

 広報やホームページなどで大阪府が実

施する男性のための電話相談を御案内し、

相談の機会の充実に努めております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 質問

番号５番の御質問にお答えをいたします。 

 今後につきましても、引き続き有権者の

皆様に選挙への関心を持っていただける

よう、様々な啓発活動を継続して行ってま

いりたいと考えております。 

 特に、全国的な傾向といたしまして、若

年層の投票率が他の世代に比べ低い水準

にありますことから、若者へのアプローチ

が重要であると認識いたしております。本

市では、これまでも１８歳で初めて選挙権

を得られた方に、有権者となった旨を通知

する文書を送付いたしております。文書に

は、投票方法を分かりやすくお伝えするた

め、ユーチューブへの動画のリンクをＱＲ

コードで掲載しておりまして、動画を通じ

て投票の流れを具体的に把握いただける

ように配慮いたしております。 

 また、市内の小・中学校を対象にしまし

て、主権者教育の一環として、明るい選挙

啓発ポスターコンクールの実施や、児童・

生徒会選挙、それから模擬投票などの機会

に投票箱や記載台をお貸しするなど、選挙

を身近に感じていただけるよう取組を進

めてまいりました。 

 今後につきましても教育委員会や摂津

市明るい選挙推進協議会と連携しながら、

こうした取組を継続、充実させてまいりた

いと考えております。 

 また、公益財団法人の明るい選挙推進協

会が令和６年３月にまとめられました統

一地方選挙の全国意識調査結果によりま

すと、選挙運動期間中に見聞きをしたもの

として、候補者のポスター、街頭演説、連

呼、選挙公報などが挙げられております。

その中で役に立ったという回答が最も多

かったのが、選挙公報で１７．６％となっ

ておりました。特に、スマートフォンやイ

ンターネットを日常的に活用されます若

年層に対しましては、オンラインでの情報

提供が有効であると考えております。選挙

公報につきましては、既に紙媒体で全戸配

布をいたしておりますが、今後はこれに加

えて、投票所入場券や封筒に電子版の選挙

公報を掲載したホームページのＱＲコー

ドを記載するなど、より手軽に情報へアク

セスできる工夫についても検討を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 ６番目の御質問

についてお答えします。 

 傷病程度別搬送人員の軽症者につきま

しては、令和５年度は搬送人員５，３９９

人中３，６７８人と全体の６８．１％、令

和６年度は搬送人員５，３４３人中３，７
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１０人で全体の６９．４％と年々増加して

いる状況でございます。 

 軽症者を減らす取組につきましては、年

間を通して、応急手当講習、普通救命講習

会及び消防訓練において救急車適正利用

の啓発や救急車を呼ぶべきか迷ったとき

に相談できる救急安心センターおおさか

＃７１１９の積極的な利用案内、９月９日

を含む１週間の救急医療週間において、救

急車両や消防車両を使用した広報活動を

実施するとともに、ＪＲ千里丘駅にあるデ

ジタルサイネージによる救急車適正利用

の啓発を実施しております。 

 また、年末におきまして、摂津市ＬＩＮ

Ｅ公式アカウントによる啓発活動を実施

しているところでございます。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 ７番目の御質問に

ついてお答えいたします。 

 消防団ポンプ車操法の当番サイクルで

ございます。三島地区支部におきまして、

摂津市が当番となるものが今までは５年

に一度でございましたが、１０年に一度と

なります。さらに、その当番を鳥飼、味生、

味舌、千里丘の４地区で順番に回しており

ますので、実際にその地区が当番となるの

は４０年に１回のペースとなっておりま

す。したがいまして、毎年同じ団員が従事

されることもなく、過度な負担になってい

るとは考えておりません。 

 しかしながら、委員がお尋ねになられま

したように、新入団員になろうかとお考え

の方からは不安要素でもあると思います

ので、今後も消防団幹部と協議を重ねなが

ら丁寧な説明をしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 まず、質問番号１番についてです。 

 市内在住の職員が増えることで、災害時

や緊急対応が必要な場合でも速やかに現

場へ出動でき、緊急時の対応力が向上しま

す。さらに、職員自身が市民としての立場

で地域課題に向き合うことができるため、

政策提案や業務において実効性が増すこ

とも考えられます。 

 住居手当の額を増やすことは難しいと

理解しました。広く優秀な人材を集めるこ

とはもちろん重要ですが、組織の生産性を

高める観点から市内在住率を維持、向上さ

せる取組を講じていただければと思いま

す。これは要望といたします。 

 次に、質問番号３番、男女共同参画セン

ターの講座に関してです。 

 講師の選定やテーマ設定について、市民

アンケートや審議会での御意見を踏まえ

ながら進めておられるとのことで、丁寧な

運営姿勢を評価いたします。講座の内容や

講師の構成に当たっては、特定の立場や価

値観に偏ることなく、幅広い視点や意見を

取り入れていただきたいと思います。以上、

要望といたします。 

 質問番号４番、男性向けの取組に関して

です。 

 男女共同参画の推進というと、どうして

も女性支援の側面が注目されがちですが、

男性が抱える課題にも目を向けて取り組

まれている点を評価いたします。男女とも

に悩みや課題があると思いますが、特に男

性の場合は相談すること自体にためらい

があるなど支援につながりにくい現状も

あります。より多くの男性が気軽に情報に

触れ、相談や学びの機会にアクセスできる

よう広報の工夫や、地域や職場など身近な
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場所での啓発活動にも力を入れていただ

ければと思います。この質問は以上です。 

 質問番号５番、投票率向上の取組に関し

てです。 

 投票率の向上に向けて広報活動や投票

環境の整備を積極的に行っていることは、

非常に意義深いと思います。さらに、若年

層への啓発活動が進められており、主権者

教育や模擬投票などの取組は、次世代の有

権者としての意識を高める上で非常に効

果的だと思いますので、ぜひ推進していた

だきたいところです。 

 また、電子版の選挙公報についても効果

的な取組だと思います。投票率向上のため、

引き続き若年層をターゲットにした積極

的な周知活動をお願いしたいと考えます。

インターネットやＳＮＳを積極的に活用

し、選挙の重要性を感じてもらえるような

取組をさらに強化していただきたい。以上

でこの質問を終わります。 

 次に、質問番号６番についてです。 

 軽症者の搬送を減らす取組について理

解いたしました。緊急性の乏しい救急出動

を減らす手段の一つとして、選定療養費と

いうものも選択肢に入るかと思いますが、

選定療養費に関して消防本部としての考

えをお聞かせください。 

 質問番号７番、消防団ポンプ車操法の現

状と新入団員の影響については理解いた

しました。 

 本市においては過度な負担とはなって

いないであろうとのことで安心しており

ますが、これに関連して現在の消防団員条

例定数と充足状況について、各分団の定数

上限の考え方も踏まえお聞かせください。 

 ３回目、以上です。 

○安藤薫委員長 それでは、小田原課長。 

○小田原救急救命課長 ６番目の御質問、

選定療養費についてお答えします。 

 令和６年に三重県松阪市において選定

療養費についての報道がありましたけれ

ども、松阪市内の三つの基幹病院と消防及

び支部局が協議いたしまして、令和６年６

月１日から入院に至らなかった患者から

７，７００円の選定療養費を病院が徴収す

ることとなりました。それにより、一定の

軽症者搬送の抑制につながったと報道さ

れております。 

 本市におきましては、三島医療圏、豊能

医療圏、北河内医療圏、大阪市と隣接して

おりまして、多くの医療機関、支部局及び

消防本部と協議の上、御賛同いただく必要

がございまして、現状では非常にハードル

が高いものであると認識しております。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 ７番目の御質問に

ついてお答えいたします。 

 消防団員の条例定数でございます。基本

団員が３６０名、機能別団員が８０名とな

っております。そのうち、令和６年度の実

員といたしましては、基本団員が３１６名、

充足率が約８８％、機能別団員が６３名、

充足率が約７９％となっております。 

 各分団の定数上限につきましては、明確

な上限規定はございませんが、令和６年度

におきましては機能別ＯＢ団員を含めて

人数が一番多い分団で１６名、一番少ない

分団で８名となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 質問番号６番、選定療養費に関してです。 

 これについては、松阪市の事例のように

一定の効果が報告されていますが、本市に

おいては医療機関や支部局、消防本部との
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協議が必要であり、位置づけには高いハー

ドルがあるという認識が示されました。こ

れからますます高齢化が進み、救急出動の

件数は増加することが予想されますが、人

員やリソースに限りがある中で今後の対

応力を維持するためにも、市民への啓発活

動は引き続き実施していただきたいと思

います。 

 軽症者の搬送を減らすため、さらに広範

な啓発活動や医療機関との連携強化を図

り、市民に対して適切な救急利用の意識を

根づかせていただきたいと思います。選定

療養費を導入することが難しいとの現状

を踏まえ、啓発とともに新たな対応策も模

索し、救急医療の効率化に努めていただけ

ればと思います。この質問は終わります。 

 次に、質問番号７番です。消防団員の充

足状況について、現在の定数に対して約８

８％と伺い、現状かなり頑張っていただい

ていることに感謝しております。消防団員

の確保は今後ますます難しくなると考え

ますが、高齢化が進む中で消防団の力はま

すます重要になります。引き続き、新入団

員の勧誘や啓発に努めていただき、市民の

理解を深める活動を進めてほしいと願っ

ています。 

 私の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 次に、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 多くの方の質問があり

ましたので、調整をしながらさせていただ

きたいと思います。 

 まず、１番目は、人事評価について、決

算概要４６ページです。人事管理事業につ

いて、人事評価システムなど三つの評価シ

ステムがあります。まず、令和６年度に当

てはめて人事評価の制度がどのような評

価になったのかです。これは、給料配分に

も関係あるのかも分かりませんので、それ

も踏まえて概略的にまずお示しください。 

 ２番目、給与についてでございます。 

 人事給与システムは、摂津市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例に基づ

いて公表されていると思いますが、令和６

年度についての概略を教えてください。 

 例えば、人事院勧告の関係とか、ラスパ

イレス指数です。ラスパイレス指数につい

て、昔はよく使っており、前の前の副市長

はよく使って説明されていました。最近は

聞かなくなりましたが、教えてください。 

 ３番目、同じく人事管理事業で職員採用

についてです。 

 令和６年度の職員採用について、ＰＲ方

法とか応募数、そして採用実績はどうであ

ったのか。また、どう評価されているのか

も踏まえてお答えください。 

 ４番目、同じく人事管理事業です。 

 今度は、摂津市職員育成・行動基本計画、

令和４年３月に策定された青い表紙の冊

子です。令和６年度について、どんな取組

をされたかと聞いておきたいと思います。 

 それから、次に５番目に階層別能力開発

事業についてです。 

 三つの観点で様々な能力開発事業をさ

れておりますけども、まず、総括的に令和

６年度の実績、実施内容を聞いておきたい

と思います。 

 ６番目、第４次摂津市特定事業主行動計

画があります。これは、令和６年度で第４

次が終了し、令和７年度から第５次がスタ

ートすることになっています。決算概要で

は一般事務事業、４８ページになると思い

ますが、令和６年度の最終年を迎えてどの

ような総括をされたのか教えてください。 

 次に７番目、職員厚生事業です。 

 決算概要４８ページ、１，０２９万９，

５７９円となっています。これは事業補助
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金として職員厚生会へ出されております

が、一人幾らとか根拠があります。その根

拠を教えてください。 

 それから８番目、広報事務事業です。 

 決算概要では５２ページ、広報板管理業

務委託料５３万１，３００円となっていま

す。この事業内容について、令和６年度の

事業内容を教えてください。 

 次、９番目、シティプロモーション推進

事業について聞こうと思っていましたが、

多くの方から質問がありましたので、これ

は要望としてとどめておきます。様々に取

組がされていますので、しっかりこれは取

り組んでいただきたいと思います。 

以前、実は私、この千里丘駅西地区の再

開発を活用して、シティプロモーションと

してＰＲされたらどうですかと提案をし

ました。電車に乗っていたら、千里丘駅を

出発し、岸辺駅方面へ出てすぐのところに

人間基礎教育のまちという大きな看板が

あります。もともとは、健都のまちづくり

をＰＲする看板で、本市が看板をもらった

と認識しています。文言を人間基礎教育の

まちに変更して、照明をＬＥＤに変えてい

ると思います。あの看板をうまいこと使っ

て、ＰＲする話がありました。しかしなが

ら、金額が高くて断念しました。残念やと

思いました。 

 千里丘駅西地区の再開発は、令和９年６

月完成になりますけども、しっかりＰＲし

て、まちのイメージアップにつなげてほし

いと思っておりますので、要望としておき

ます。 

 １０番目、ふるさと応援寄附金推進事業

です。 

 これも多くの方から質問がありました

から、要望としておきます。先ほどあった

ようにシティプロモーションの観点もあ

るし、市内の産業の活性化等もあるのでし

っかりやっていこうということでござい

ます。進行管理を見ると、ほかの自治体と

比べて返礼品登録が少ないこともあり、返

礼品の一つであるＰａｙＰａｙ商品券の

導入に取り組んでいこうということです。

さらに返礼品の増加をして、ふるさと納税

の金額も増やしていきたいとの意欲がう

かがえますので、しっかりと今後も続けて

いただきたいと要望しておきます。 

 次、１１番目、５６ページ、鳥飼まちづ

くりグランドデザイン推進事業について

です。 

 これもたくさん質問がありましたが、ま

だ言っていないことがあるのであれば、言

うてください。わいわいガヤガヤ祭の話と

か、まだいろいろあると思いますからお答

えいただけたらと思います。 

 それから、１２番目、淀川河川防災ステ

ーションについてでございます。 

 これは聞いておきたいと思います。とに

かく、先がまだ見えないです。地権者の関

係があって、はっきりした先が見えません

けれども、光明なのは、過去に本市の副市

長であった国土交通省の福渡氏が関東方

面から戻ってきました。実は、近畿地方整

備局の河川部長として今、帰ってきておら

れますので、しっかり連携を取りながら、

進めていただきたいということで、要望と

しておきます。 

 次、１３番目、固定資産評価審査委員会

運営事業についてです。 

 決算概要５８ページ、委員報酬が５万５，

０００円となっています。不服審査を取り

扱うものだと思いますが、令和６年度の実

績について聞いておきたいと思います。 

 次１４番目、男女共同参画推進事業につ

いてです。 
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 これは、決算概要６０ページです。摂津

市の男女共同参画推進審議会があって、委

員報酬が払われています。これは、どうい

う組織なのか、ご説明ください。そして、

議事録を見ていますと、本来は年２回開催

されておりますが、令和５年度と令和６年

度は１回しか開催されていません。これは

なぜだったんでしょうか。 

 そして、その進捗管理の中に出てくるん

ですけど、第１２期女性政策推進研究会に

おいて、労働における男女平等推進のさら

なる推進に向けた調査研究が行われたと

書いています。女性政策推進研究会とはど

のような会なのか、併せて御答弁ください。 

 １５番目、決算概要１３８ページ、予防

活動推進事業です。令和６年度での実績に

ついて御答弁をお願いします。 

 １６番目、決算概要１４０ページ、指

令・通信事業についてです。 

 これも先ほど来、質問がありました。令

和６年４月から５市２町での運営がスタ

ートしております。事業運営については、

どうだったのか。また、消火体制の充実に

ついて、特筆すべき取組があったように書

かれてますが、その件、御答弁お願いした

いと思います。 

 それから、１７番目、消防本部車両・資

機材整備事業についてです。 

 これはたくさんの質疑がありまして、新

しく更新をされた等のお話は分かったの

でこの件は結構です。更新をした後の救急

車をオークションで売却されたと記憶し

ていますが、これは所管が違うかもしれま

せん。消防本部ではなくて、違う課で売却

したと思います。 

これは、私たち公明党が提案してきまし

た。オークションについては、奈良県大和

郡山市が早くからやっていて、そこへ視察

に行きました。まさにオークションにより

救急車を８００万円で売った話を聴いて、

ぜひ本市でもやってほしいと質問をした

経過があり、非常にこだわりを持っていま

す。 

 現在もホームページを見たら、今度は消

防自動車を売却されるとのことでござい

ます。貴重な財産で金になるものはどんど

ん売ってくださいと言ってきたので、どう

だったのかお願いしたいと思います。 

 それから、１８番目、令和６年度におい

て、本市のはしご車の更新を検討されてい

ます。これは、一般質問でも詳しく答弁さ

れていました。進捗管理でも書いています

ので、どんな感じなのか教えていただきた

いと思います。 

 １９番目、決算概要１４２ページ、応急

手当普及啓発活動事業でございます。 

 令和６年度の市民向けの普通救急救命

講習の取組について教えてください。 

 ２０番目、消防団活動事業についてです。

先ほど質問がありましたが、団員確保につ

いては随分御苦労なさっていると思いま

すので、団員確保をするための取組につい

て、令和６年度の活動と実績をお答えくだ

さい。 

 ２１番目、決算概要１４０ページ、消防

活動事業です。 

 令和６年度において、職員の知識、技術

の向上について様々な取組をされている

と思います。その中身について御答弁をお

願いします。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 松本課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります７点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１番、人事評価でござい
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ます。令和６年度の給与反映についてお答

えいたします。 

 令和５年度下半期と令和６年度の上半

期の能力評価結果を基に令和７年１月１

日付の定期昇給では、通常よりも２号給多

く昇給するＳが２．９％、１号給多く昇給

するＡが７．２％、通常より１号給少なく

昇給するＣが０．５％、残りはＢとして８

９．４％でした。 

 なお、通常より多く昇給する職員の給料

に係る原資は、条例におきまして予算の範

囲内でと規定されておりまして、実支給額

と予算額はほぼ同額でございました。 

 令和６年６月の勤勉手当では、通常より

も多く率が上がるＳが５．５％、やや率が

上がるＡが２７．４％、やや率が下がるＣ

が０．６％、残りはＢとして通常の率で６

６．５％でした。 

 同じく１２月勤勉手当では、Ｓが３．

７％、Ａが２３．３％、Ｂが７２．６％、

Ｃが０．４％でした。 

 こちらの原資の多くは扶養手当に係る

ものとなります。分かりやすくということ

で、人事評価の結果が勤勉手当に反映され

る前は、国もそうでしたけれども、勤勉手

当は、扶養手当分も加算された額を支給し

ていました。 

 賞与のうち、期末手当は生活給的な面が

強い部分もありますので、扶養手当分は含

むにしても、勤務成績に応じて支給される

勤勉手当に扶養手当の分を含める、つまり

扶養家族がいるから勤務成績による支給

額が増えるのはいかがかということで、こ

ちらも国におきまして、職員個々への勤勉

手当に扶養手当分は含まないとして、本市

でも条例改正を行っております。 

 ただ、個々への支給は含みませんが、職

員全体への総支給額には含む形での改正

となっております。これも国と同様ですけ

れども、全体には含んで、個々には含まな

い、その差額が業績評価における原資にな

ります。 

 なお、先ほど申しましたアルファベット

の評語の割合、これは全庁に公表をしてお

ります。 

 質問番号２番、給与に関することでござ

います。 

 令和６年度の人件費についてです。補足

説明を市長公室長よりさせていただいて

おりますけれども、人件費の総額は７１億

５，３０１万３，５０５円で、前年度に比

べて１３％の増額となっております。 

 主な要因として、令和６年の人事院勧告

により、会計年度任用職員も含めた一般職

の職員の月例給が引き上げられたこと、期

末手当及び勤勉手当の支給月数が合計で

０．１月分増加したこと、会計年度任用職

員への勤勉手当の支給を開始したこと、さ

らに２年に一度の定年退職者への退職手

当が支給され、令和６年度がそこに該当し

たことになります。この退職金については、

約３億３，０００万円の増となります。 

 人事院勧告による影響額は、約４億２，

０００万円、そのうち会計年度任用職員に

おける勤勉手当が約１億６，０００万円と

なっております。 

 ラスパイレス指数ですけれども、令和６

年４月は９９．４でありまして、大阪府下

市町村の平均が９８．５、順位は３１市中

１１位となっております。 

 続きまして、質問番号３番、採用につい

てでございます。 

 令和６年度に募集した職種は事務職、土

木職、建築職、化学職、心理士、保育教諭

でございまして、春と秋を通じて３７１名

の応募がございました。この人数は、令和
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５年度と比較して１００名ほど減ってお

ります。倍率も春の試験の事務職で申し上

げますと、令和４年度が１８．４倍、令和

５年度で１９．６倍、令和６年度は１５．

６倍と下がってしまっております。 

 採用ＰＲにつきまして、これまで電車広

告やネット広告、デジタルサイネージ広告

などを行ってきましたが、令和６年度はそ

れらの中で最も効果が高かった阪急電車

全線での中づり広告の掲載を行いました。

ただ、春の試験全体でその広告を見たから

受験したという割合は４．１％という結果

でした。 

 ほか、ＰＲで申し上げますと、民間企業

が主催する就職イベントに参加をしてお

りますが、数字として下がっていることも

あり、同じことをやっていてもいけないの

で、令和６年度末に、令和７年度試験を意

識して新たに転職サイトへの情報発信で

すとか、新たな就職説明会にも参加して、

少しでも多くの人に周知できる機会をつ

くってまいりました。 

 質問番号４番、摂津市職員育成・行動基

本計画についてでございます。 

 令和６年度は、摂津市職員育成・行動基

本計画推進委員会を３回開催し、この計画

の中にあります選択型研修、人材育成重点

期間の設定について、また職員意識調査に

ついて議論をしてまいりました。 

 選択型研修、人材育成重点期間の設定に

つきましては、入庁から５年及び係長昇任

から２年間を計画内におきまして重点期

間として、従来の研修に加えて、今後、必

要な能力を向上させるための選択型研修

を必須とすることで重点期間の職員の能

力向上を行うことといたしました。 

 具体的には、マッセＯＳＡＫＡの研修の

うち、特に政策形成に係る内容を人事課に

おいてピックアップしまして、受講者はそ

の中から選択をして受講することとなり

ます。 

 あと、令和７年２月に職員意識調査を行

っております。例えば、人事評価の実施期

間につきまして、人事評価制度が給与反映

から１０年が経過した現状におきまして、

現行の半年ごとではなくて、年１回の評価

がよいという意見も多くございました。他

市ではほぼ年１回の評価となっているこ

ともありますが、摂津市職員育成・行動基

本計画推進委員会においては、実施時期は

未定ながらも、この人材育成の意義が薄れ

ないよう、半年ごとの期中面談を行った上

で年１回とすべきであるとしております。 

 質問番号５番、三つの事業の研修につい

てでございます。 

 階層別能力開発事業では、例えば、各職

位に昇任した職員への昇任者研修であっ

たり、人事評価研修を実施しております。 

 職種別能力開発事業では、例えば、保育

教諭が実技講習に行ったり、土木職が実務

を学んだり、事務職においても、選挙管理

委員会事務局職員が事務講習会に行った

りしております。 

 組織課題別能力開発事業では、例えば、

人権連続研修や職員提案型ステップアッ

プ研修としてのカスハラ対応研修を実施

しております。 

 続きまして、質問番号６番、摂津市特定

事業主行動基本計画の総括でございます。

この第４次には四つの目標がありまして、

採用した職員に占める女性職員の割合、あ

と男性職員の育児休業取得率の二つにつ

いては、目標を達成しております。達成し

ていない項目は、管理的地位に占める女性

職員の割合と男性職員の出産補助休暇及

び育児参加休暇の合計５日以上の取得率
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となります。 

 このうち、男性職員の出産補助休暇及び

育児参加休暇の合計５日以上の取得率に

つきましては、育児参加休暇を取得するこ

となく、育児休業を取得する傾向が考えら

れます。実際に出産時、補助休暇及び育児

参加休暇の合計５日以上取得した職員に、

当該出産の日以降２か月を経過する日ま

でに育児休業を取得した職員を加えると、

特にこの人数は倍増していることから、休

暇を取ることなく育児休業を取得してお

り、結果的にこの目標項目が未達成となっ

たと考えておりまして、第５次特定事業主

行動計画ではこの目標は廃止しておりま

す。 

 質問番号７番、職員厚生会についてでご

ざいます。 

 職員の厚生制度につきましては、地方公

務員法第４２条に、「地方公共団体は、職

員の保健、元気回復その他厚生に関する事

項について計画を樹立し、これを実施しな

ければならない」と定められております。

本市では、摂津市職員の厚生制度に関する

条例において、事業のこと、実施のこと、

補助金のこと等々定めております。会費に

つきましては１人当たり月額９５０円と

なっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号８番、広報板管理

業務委託料についてお答えいたします。 

 本業務は、摂津市シルバー人材センター

に委託して行っております市内１９４台

の広報板の管理業務でございます。業務の

具体的な内容といたしましては、５点ござ

いまして、まず１点目が、毎月の月末に広

報板を巡回し、広報板を点検して破損等の

状況を確認すること。２点目、開催済みの

イベント案内ポスターなど掲示期限切れ

の掲示物の撤去及び処分を行うこと。３点

目、掲示物を整理整頓して掲示し直すこと。

４点目、無断掲示物の撤去。５点目、使用

していない画びょうの回収でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 質問番号１１番

目の御質問について、お答えいたします。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインの推

進に向けては、若い世代の参画が少ないと

の課題がございます。改善策として、大阪

成蹊大学との連携受業を行い、若者の鳥飼

まちづくりへの参画に努めております。 

 大学との連携は本市との連携協力に関

する協定に基づくもので、地域が抱える

様々な問題などに対して企業や大学等と

の幅広い連携を基に、持続可能な社会の実

現に向けた取組を進めるものとなってお

ります。今回は、大阪成蹊大学の経営学部

経営学科、公共政策コースを履修する３年

生１１名の学生たちが鳥飼東小学校の跡

地活用を提案するという課題に対して学

生自らが考え、現地フィールドワークやグ

ループワークなどによる調査と企画立案

を経て、市長への最終報告会が実施されま

した。発表は四つのグループに分かれて提

案がなされたものです。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 質問

番号１３番、固定資産評価審査委員会に係

ります御質問にお答えをいたします。 

 固定資産評価審査委員会につきまして

は、地方税法に基づきまして、固定資産課

税台帳に登録された価格に対する不服を

評価、課税の主体であります市長から独立

をした中立専門的な立場から審査決定を
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する機関でございます。 

 まず、委員報酬５万５，０００円の内容

についてでございます。 

 委員報酬につきましては、本市の特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例で日額１万１，０００円と

規定されております。令和６年度におきま

しては、５月２９日に開催をいたしました

第１回の固定資産評価審査委員会に２名

御出席をいただき、１１月２２日に開催を

されました北摂７市の固定資産評価審査

委員会連合協議会の総会及び研究会に３

名出席をいただいております。合計５名で、

５日分で、５万５，０００円執行したもの

でございます。 

 なお、第１回の委員会の案件についてで

ございますが、固定資産の評価額に関する

不服につきましては、毎年の納税通知書の

交付を受けた日から３か月以内に審査の

申出ができることとなっております。この

ため、委員会におきまして地方税法の規定

を参照しながら、審査申出の期限について

決定等を行ったものでございます。 

 次に、令和６年度の審査申出の実績につ

いてでございます。令和６年度につきまし

ては、審査申出の件数はなく、ゼロ件でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 １４番目の二

つの御質問にお答えいたします。 

 まず、男女共同参画推進審議会について

の御質問です。この審議会は市長の諮問に

応じ男女共同参画計画をはじめとする事

務に対し、調査、審議する市の附属機関で

ございます。学識経験者をはじめ各関係団

体から１４名の委員により構成されてお

ります。 

 審議会の回数ですけれども、主には進捗

状況の報告を中心に年２回程度の開催を

予定しております。ただ、特に計画の改定

年度は審議の内容も多くなることから、回

数を増やすなど年度の案件によって開催

回数が変動することがございます。特に令

和６年度におきましては、この先令和８年

度に今の計画の中間見直しがございまし

て、それに向けて、令和７年度に市民意識

調査を実施することになっておりました。

それについて令和６年度の後半で内容の

審議をしていただく予定をしておりまし

たが、予算編成の際に、こちらの市民意識

調査につきましては、令和８年度の改定年

に調査と改定を同時にするということに

変更になりました。そのために、令和６年

度の２回目の審議内容を令和７年度に見

送ることとしたため、この年は１回の開催

となっております。よって、今年度は２回

目の開催を予定しております。 

 次に、女性政策推進研究会に関してでご

ざいます。 

 本市では、女性に関する施策を総合的に

企画調整し推進するため、摂津市女性政策

推進本部を設置しております。組織としま

しては、市長が本部長を務め、推進本部委

員に部長級職員を充て、さらに次課長級職

員を中心とする幹事会によって構成され

ております。 

 また、幹事会には、必要に応じて本部委

員が所管する部内等から推薦する職員並

びに男女共同参画計画の推進に意欲を要

する職員を幹事に置くことができるとさ

れております。 

 委員が御質問の女性政策推進研究会は、

女性に関する政策について調査研究をす

るため、摂津市女性政策推進本部設置要綱

に基づき設置されるものでございます。 
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 このたびの第１２期女性政策推進研究

会発足の経緯といたしましては、国の第５

次男女共同基本計画において、２０２０年

代の可能な限り早期に指導的地位に占め

る女性の割合が３０％程度となるよう取

組を進めるとされておりました。本市の第

４期摂津市男女共同参画計画（ウィズプラ

ン）及び摂津市特定事業主行動計画におい

ても管理的地位に占める女性職員の割合

目標を２５％と定めておりました。 

 しかし、令和５年度の女性管理職の割合

が１６％、ウィズプラン及び摂津市特定事

業主行動計画の目標達成が厳しいと推測

されることから、推進本部がウィズプラン

に係る施策を推進する機関であることに

鑑み、その原因究明と改善策の検討が必要

であると判断し、女性職員の昇任意欲が高

まる働きやすい組織変革をテーマに、第１

２期女性政策推進研究会を発足したもの

でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 大坪課長。 

○大坪予防課長 質問番号１５番目の御

質問に御答弁申し上げます。 

 予防活動事業についてです。予防体制の

充実及び強化、指導、啓発活動等火災の発

生を未然に防ぐことを目的とした事業で

ございます。 

 内容としましては、防火対象物の消防用

設備等の設置、設置完了後の検査や施設の

維持管理などの保安指導を目的とした立

入検査、開発行為等に係る消防同意、建築

確認申請を伴う消防同意、消防用設備等点

検結果の受理等の業務を行っております。 

 令和６年度の実績ですけれども、立入検

査を実施した件数は１９９件でございま

した。前年度の１３９件から６０件増加し

ております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 林副理事。 

○林消防本部副理事 質問番号１６番、指

令・通信事業についてお答えいたします。 

 三つの指令センターが一つの指令セン

ターとなったわけでございます。運用開始

当初は土地カンもなく事案に対する取扱

いで各市町の都合により統一にまで至ら

なかった独自ルールもございまして、管轄

する消防本部の指令員のサポートを受け

ながら指令業務を行うこともございまし

た。 

 そこで、指令員が自身の教養としまして、

指令業務の合間に管轄区域内の地図を見

たり、過去の通報の録音データを聞いたり、

あるいは非番日や日勤日、あと週休の日に

管轄区域内を歩いて回るなど土地カンを

養ってまいりました。 

 独自ルールにつきましては、各市のルー

ルを表にまとめて指令員が各ルールを説

明し合うことで教養を深めたり、指令員同

士で意見交換をして取扱方法の統一に向

けた方向性を見い出して、各市の指令員が

それを基に各本部と協議することで幾つ

かの独自ルールをなくしました。 

 このような指令員の努力がありまして、

通報件数が増加しました令和６年度の熱

中症発生時期や年末年始の時期にも問題

なく指令業務を遂行することができたも

のでございます。 

 また、消火体制が充実したのかとの御質

問でございます。 

 摂津市の建物火災、出動指令が流れると

同時に他市の応援隊にも出動指令が流れ

るようになりました。このことで、より迅

速な受援が可能となってございます。吹田

市・摂津市のときには人が操作しておりま

したので、応援隊に指令するのが少し遅れ
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てしまったことも正直ありましたが、シス

テム的にこのようなことはなくなったも

のでございます。 

 また、火災の規模が大きい場合などに設

置されます摂津市消防本部内の警備本部

と指令センターの間で情報を共有できる

システムを適所に整備・配置したことによ

り、正確、迅速な情報共有が可能となりま

した。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 角田課長。 

○角田警備企画課長 質問番号１７番の

オークションについての御質問にお答え

いたします。 

 お問いのとおり消防本部におきまして

は、平成３０年度から官公庁オークション

を活用して、更新済みの車両を売却するこ

とで、市の歳入に充てることとしておりま

す。オークションへの出品をはじめとする

手続全般は資産活用課で一括して担当し

ていただいておりまして、消防本部におき

ましては、車両の消防本部名の消去であっ

たり、赤色回転灯の取り外し、一時抹消登

録など転売後の車両が不正に使用される

ことがないような措置を取っております。 

 現在、市のホームページにおきまして御

案内している消防車両につきましては、千

里丘出張所で約２０年間使用した消防ポ

ンプ自動車でございまして、令和６年度に

更新となった車両でございます。 

 反響はどうだとのことですが、我々消防

本部では詳細を把握しておりませんで、開

札日を迎えるまでは金額が分からない仕

組みとなっているとお伺いしております。 

 参考までに、消防本部所管車両の売却の

実績ですけども、平成３０年度から本日現

在までの累計は入札件数７件で、４７８万

２，８８９円となっております。 

 次に、質問番号１８番の御質問です。 

 はしご自動車の今後の運用につきまし

て、これまでの委員会でも何度か御答弁さ

せていただいておりますが、改めまして本

市のはしご自動車は、令和８年度に更新時

期を迎えることとなっております。はしご

自動車の出動件数、活動件数が減少傾向に

あることと、更新に係る高額な経費などの

費用対効果を検討して、隣接の吹田市との

共同運用を協議していることは、委員も御

承知のとおりでございます。 

 令和５年度から引き続きまして令和６

年度も両市の担当者に大阪府の担当部署

も御同席いただきまして、様々な助言をい

ただきながら勉強会を実施いたしました。 

 現在、最終的な経費負担についての協議

を実施している最中でございまして、両市

の財政部局にも御相談させていただいて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 １９番目、市民向

け普通救命講習の取組についての御質問

にお答えします。 

 令和６年度の普通救命講習の実施につ

きましては、令和５年度と比べ、１３回増

加の３６回で、受講人数についても１７６

人増加の４７１人となっております。この

普通救命講習におきましては、４年連続で

実施回数及び受講者数が増加している状

況でございます。 

 令和５年度と比較して増加した要因と

いたしましては、市民に向けた一般公募の

普通救命講習開催数を増やしたことや講

習時間を短縮したことにより、受講しやす

くなったことなどが考えられます。 

○安藤薫委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 質問番号２０番、令
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和６年度の消防団員確保についての取組

と実績についてお答えいたします。 

 近年、全国的に消防団員数が減少する中、

本市消防団も例外ではなく、団員の確保が

重要な課題となっております。消防団員の

募集でございますが、地域の消防団員によ

る勧誘や地域の掲示板によるポスターの

掲示等を行っております。令和３年度から

は、ホームページによる公募や、令和５年

度からはＳＮＳを活用した公募も継続し

て行っております。 

 令和６年度の実績といたしまして、５件

のお問合せがございまして、このうち、３

人の方が入団に至っております。ホームペ

ージやＳＮＳを利用した公募の取組によ

り消防団員に興味をお持ちいただき、お問

合せがございますので、これからも定期的

にＳＮＳ等を活用いたしまして消防団員

を募集してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小西課長。 

○小西警防第二課長 ２１番目の御質問

についてお答えいたします。 

 ふだんから様々な想定で訓練を実施し、

災害に備えておりますが、活動するために

は様々な資機材を使用したり、専門知識が

必要となります。そのため、技術向上や専

門知識の取得及び免許等資格取得のため、

様々な研修に職員を派遣しております。 

 内訳といたしまして、水難事案での活動

に必要な２級小型船舶免許及び特殊小型

船舶免許の取得講習や潜水士学科試験の

ほか、小型移動式クレーン運転技能講習、

玉掛け技能講習、そして酸素欠乏・硫化水

素危険作業主任者技能講習がございます。 

 また、救急隊員の技術、知識向上のため、

救急隊員部会のほか、救急救命士が受講す

るＪＰＴＥＣをはじめとした様々な傷病

者に対する病院前救護プログラムの研修

にも派遣し、令和６年度におきましては計

１９名を派遣しております。 

 以上のように消防職員が現場で活動し

ていく上で必要不可欠なものとなってお

り、今後も、将来的な人事異動等を考慮し

ながら、関係各課と協力調整し、適切に人

選して派遣してまいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午後３時 ６分 休憩） 

（午後３時３３分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 人事評価システムです。たくさん言うて

くれましたが、よく分かりませんでした。

もう少し分かりやすく表か何かにしても

らって、委員全員に配付してもらえたらと

思いますので、資料請求させてもらいます。 

 Ｓ、Ａが大体ランクのいいところで、２．

９％とか７．２％あって、Ｃは０．５％で、

評価としては悪いことになりますが、モチ

ベーションを上げるための評価であって

もいいと思います。 

 ただ、以前言われたのは、行政が行う評

価システムはお手盛りだということがあ

って、前も実はこの委員会に所属していた

ときに詳しくお聞きをしたけど、何か最後

は煙に巻かれたような感覚になりました。

我々が分かりやすいように、ぜひ表か何か

の資料をつくってもらって、お示しいただ

きたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 その上で、これは人事評価をするに当た

って、いろいろ規則や指標があると思いま

す。摂津市職員育成・行動基本計画にも載
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っていますけど、例えば、摂津市の標準的

な職を定める規程があります。それから、

摂津市標準職務遂行能力を定める規程、摂

津市職員の人事評価実施規程、能力評価実

施要領、業務評価実施要領と、いろんなも

のに基づいて実施されているとの認識を

しているわけです。これらは摂津市職員育

成・行動基本計画に記載されていますが、

歴史があります。 

 今言った五つ、様々な規程や要領に基づ

いていますが、肝の部分は一体どうなのか、

分かりやすく教えてください。 

 ２番目、給与システムです。ラスパイレ

ス指数を聞くと、９９．４とのことです。

大阪府全体で比べても３１市中１１位と、

平均は９８．５やから、それよりも高いと

いうことで、これは国の給料に比べて指標

を出しています。昔は、ラスパイレス指数

が高いとあかんとよく言いました。これで

さらに地域手当も上がってくることにな

りますので、地域手当も一遍に上がらない

けど、もう既に令和７年度は上がっていま

すが、どうなっているのか教えてください。 

 それから、初任給の金額は、ここに載っ

ている初任給よりも高い金額が設定され

たと思います。令和７年度の募集している

職員の初任給の金額です。一般的にそうで

すけど、初任給を上げないと、人が集まり

ません。人事院勧告で増額改定があればい

いのですが、その辺のことも踏まえて、ど

うなっていくのか教えてください。 

 ３番目、職員採用です。いろいろ努力し

て頑張っていただいていて、だけども令和

４年度、令和５年度、令和６年度と下がっ

てきています。ＰＲする中で、摂津市その

ものもＰＲして、行きたいと思ってもらえ

るようにする。イコール、他の人たちにも、

摂津市ってそういうまちなんやとイメー

ジを持ってもらう、向上させるという意味

があると思います。摂津市職員育成・行動

基本計画の中に、新たな人材確保の主な取

組として、戦略的な情報発信というのが載

っています。また、試験内容のブラッシュ

アップ、採用予定者に対するフォローアッ

プと書いてあります。そういう面から、も

う一回説明していただきたいと思います。 

 次に、４番目の摂津市職員育成・行動基

本計画です。歴史があると言いましたけど

も、もともと違う計画を提案しています。

摂津市人材育成実施計画があって、それを

この計画に代えられたということで、その

要因となったのは、まだ記憶にありますけ

ども３件の不祥事であったと思います。そ

れに基づいて第三者委員会に調査を依頼

して、第三者委員会から報告を頂いて、そ

のことも踏まえた形でこれが出来上がっ

てきていると、私は認識しています。なの

で、再発防止もしっかり含めた計画になっ

ている。 

 それから、摂津市コンプライアンス基本

方針をつくられました。これも一連のこと

で、基本になっているのは、３件の不祥事

だったと私は思っています。その事件につ

いて、概略をお示しいただきたいと思いま

す。 

 ５番目、職種別能力開発事業についてで

す。先ほど概略的な説明をいただきました

けども、目的ごとに三つの種類に分かれて

計画されているわけでございます。それぞ

れの目的を、まず教えていただきたい。 

 それから、人事異動と人材育成の関係で、

先ほど重点的な取組としては、入庁５年目

と、係長級になってから２年間とおっしゃ

っていました。入庁して１０年で３部署を

回すとことになっており、部署によっては、

本人にいい場合もあるけれども、よくない
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場合もあると思います。そういうことにつ

いて、異動のスパンを５年程度にするとか、

異動しないほうがいいような部署もある

と思います。ある程度在籍して、市民のた

めにもしっかりと長くいたほうがいい部

署もあると思います。その考え方について、

お聞きしておきたいと思います。 

 それから、課長は３年で異動というのが

あります。何年か前に、多くの課長の異動

がありました。非常に混乱したと思ってい

ます。そういうのを踏まえて、考え方を聞

いておきたいと思います。 

 ３番目に、人事異動チャレンジ制度があ

ります。自己申告制度もあるそうですけど

も。令和６年度でいうと１１人の職員のキ

ャリアに関する意向調査をしました。そし

て、人事異動チャレンジ制度について、市

として推し進めるべき事業に絞った人事

異動チャレンジ制度へと中身の見直しを

行ったということでございますが、これは

どういうことなのか、説明いただきたいと

思います。 

 次に、６番目、第４次摂津市特定事業主

行動計画です。先ほど四つの指針について

御説明をいただきました。四つのうち二つ

は達成しました。二つは達成できていませ

んということでした。その二つはどこだっ

たかといいますと、まず採用した職員に占

める女性職員の割合、これは４０％の目標

だったんですけど、令和６年度は６６．

７％達成しましたと。その前はもっと高く、

７３．７％達成しました。 

 次に、管理的地位に占める女性職員の割

合が１９．９％で、前年度は２０．６％に

なっているので下がりました。これは２

５％の目標です。それから、男性育児休暇

取得率は８３．３％、すごく高くなってい

て、急に伸びました。例えば令和４年度は

３４．５％だったのが、令和５年度で６０．

７％になって、令和６年度では８３．３％。

これは社会の中で先行して行政がやって

いくという意味では、非常にいい傾向だと

思っています。それから、最後にあった出

産補助休暇及び育児参加休暇の合計５日

以上の取得率が、３８．９％で上がってい

ませんが、課長が言われたように、それも

合わせて育児休業で取ってしまっている

との予測であるので、達成はできていない

けれども、取られている可能性は高いとの

ことでございました。 

 ２回目に、男性が育児休暇を取得しづら

い職場です。ある職場に限っては、そうい

うとこがあるように思われますけど、それ

はどうですかということがまず一つです。 

 それから、採用職員の女性の割合が、さ

っき言いました、令和５年度では７３．

７％ということは、４人のうち３人ほどが

女性という採用になっています。たまたま

かもしれませんし、意図的かも分かりませ

ん。令和６年度では６６．７％になった。

これは採用側に何か意図があったのか、た

またまそうなったのか、聞いておきます。 

 それから、管理的地位に占める女性職員

の割合が上がらないその理由として、先ほ

ど人権女性政策課長が言われていました

けど、研究会をやられたということでござ

いました。そこでは議論されたと思うんで

すけど、なぜそれが上がってこないのかと

いうことについて、原因は何なのか。 

 そしてもう一つ、男女の給与格差があり

ます。給与表を公表されていますが、常に

女性が低いです。同じ世代でいくと女性の

ほうが低い。１年目から５年目やったら女

性が８５．３％。３０年ぐらいしたら今度

は近づいてきて、それで、３６年以上にな

ると逆転しますが、これは変です。どうい
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う理由が考えられるのか、お答えください。 

 ７番目、職員厚生事業についてです。い

ろいろ厚生事業をされていると思います

が、どのようなことを主に行っておられる

か。人間ドックの補助とかも入っているの

か。昔、問題がありました。第２の退職金

とか言われまして、１人当たり８００万円

ぐらい出るものがあって、この日で打ち切

りますよという日、１２月３１日やったん

ですが、辞める人がおりました。要するに、

その年度の誕生日が来ていたら、辞めても

退職金が満額出ます。だから、全国的に問

題になりました。８００万円が２００万円

に下がるということみたいです。その辺も

踏まえて、どんな事業を今されていますか

ということを聞いておきます。 

 それから、８番目、広報事務事業につい

てでございます。広報板管理業務をシルバ

ー人材センターに委託していることにつ

いてです。行政経営戦略の進捗管理の中に、

広報板については必要性や今後の在り方

を検討するために、管理を担う自治会に対

して実施したアンケート調査の結果を踏

まえて、地域からの要望に応じて限られた

予算内で老朽化したものは順次修繕、撤去

を行ったとあります。多くの広報板で老朽

化が進んでおり、引き続き必要なものは修

繕し、必要ないものは撤去するなど整理を

進めるとありますけれども、具体的にはど

んなふうに進められてきたのか、よろしく

お願いします。 

 １１番目、鳥飼まちづくりグランドデザ

インでございます。大阪成蹊大学との連携

について答弁いただきました。鳥飼東小学

校の跡地活用について質問があって、御答

弁もありましたので、そのことにも触れて

聞いておきます。まず、鳥飼東小学校跡地

活用の取組について、もう少し詳細にいく

と、例えばアイデア募集では２３９件あり

ました。跡地活用のワークショップもやら

れたと、先ほど答弁がありました。視察も

行ったりと認識していますので、もう少し

補足があるのであれば、御答弁ください。 

 もう一つ、わいわいガヤガヤ祭において

も、新しいアプローチが行われたようです

けれども、詳細についてお聞きします。 

 １３番目、固定資産評価審査委員会運営

事業です。令和５年度、令和６年度は不服

申立てがなかったとのことでございます。

よく評価替えをしたときに申立てがあり

ます。前回、いつ評価替えをしたか。次は

いつが評価替えになっているのかについ

て、予定をお示しください。 

 次、１４番目、男女共同参画推進審議会

です。審議をしっかりされ、進捗管理され

ているとのことでございますから、これは

了として期待しておきたいと思います。議

事録も読ませていただいていますが、しっ

かりと審議されていることは理解をして

いますし、認識しています。その中でさっ

きありました女性政策推進研究会が庁内

でいろいろ検討されて、特定事業計画の進

捗についての研究もされているというこ

とでございます。女性政策推進研究会の取

組について、どんな雰囲気で、どんな形で、

どんなことをやっておられるのか、もう少

し御説明いただけたらありがたいと思い

ます。 

 次、１５番目、予防活動推進事業につい

てでございます。立会検査等々をしていた

だいているとのことで、これはすごく評価

しておきたいと思います。その中に、違反

対象物公表制度があって、それに該当する

重大な消防用設備未設置の防火対象物を

１点公表したと書かれています。これは改

善されたということでございますが、少し
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説明ができるのであればしていただきた

いのと、もう一つ、住宅用火災警報器の設

置状況の調査等もやっていただいていま

す。令和６年度では１，４３２件でした。

前年よりも３５３件多く実施していただ

いているところでございますが、この住宅

用火災警報器は、平成２２年４月１日に法

律が改正されて、全ての住宅に住宅用火災

警報器を設置するという義務づけがされ

ました。これは逃げ遅れを防ぐためです。

だから、居住している所に後づけでつけて

もらえるようにお願いに行くわけですけ

ども、電池式とか簡単につけられるものも

売っています。それをつけるだけで使える

ことになっていますが、今、新築でつけて

いるもので電池式は、多分ないと思います。

ずっとつけないといけないので、電源もち

ゃんと備えてついていると思います。 

 なので、この電池式のやつは１０年ぐら

いしたら、電池を取り換えるか、もしくは

器具を取り換えんとあかんということが

発生しています。法律が改正されて１５年

ぐらいたっていますから、そういうことも

踏まえて、取換えも進めていかないといけ

ませんが、実態がよく分からないんです。

何件対象物があって、何件換えてくれてい

るのか、それが分からないです。 

 なので、耐震改修の場合は、９５％を目

指しているから、当然何件対象があって、

何件できていますと分かるわけです。とこ

ろが、住宅用火災警報器は分からない。だ

けども、古い建物について、全部建て替わ

ったら全部つきます。そういうことですけ

ど、火災で亡くなる人が毎年少しずつでも

います。これは法律で決まっているからや

らなあかんと思いますが、設置件数は何件

ぐらいあるのか、調査されることはないの

か。今、何％ぐらいで、目標は何％と、そ

ういう計画を立てられることはないのか

と思いますが、御答弁ください。 

 令和６年度では１，４３２件を訪問して

対応されていますけど、その中身について、

分かれば教えてほしいです。例えば、新規

でつけてもらうところとか、あとはもう取

換えが必要であるところとか、つけてもら

えた、つけてもらえなかったとか、分かれ

ば説明をお願いしたいと思います。 

 次に、１６番の指令・通信事業について

でございます。大変な御苦労の下、５市２

町でスタートをされて、ローカルルールを

克服しながら、やっていただいております。

誰が、どこの市のやつを担当するか分から

ないということで、摂津市の職員も箕面市

の案件が飛び込んできたり、池田市の案件

が飛び込んできても対応せないけません。

難しいと思っていましたけども、そういう

ことを克服しながらやっていただいてい

る努力に敬意を表したいと思います。しっ

かり頑張っていただきたいと思っていま

すのと、もう一つは、先ほど難しいことを

言うてくれました。大火災のときには作戦

室設置機器を適所に配置して、中継基地み

たいなものをつくらなあかん。そういうも

のを設置して、火災の情報を適時に判断を

して、適切な指導・指示ができるようにす

る。応援もできるようにするということで

す。しっかり運用していただけるようにお

願いしたいと思います。 

 それで、５市２町の指令センターで災害

のときの訓練も実はやられたとお聞きし

ていますが、そのことについて教えていた

だけますでしょうか。 

 次、１７番目、消防本部車両・資機材整

備事業で、ポンプ車を今、オークションで

売却されております。これからも貴重な財

産でございますので、しっかりそういう方
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向でお願いしたいと思います。はしご車は

たしか２，０００万円ぐらいで引取り費用

を取られて、更新はせなあかんし、引き取

るのに高額なお金がかかる気がします。も

しインターネットで売れるのなら、ぜひチ

ャレンジをしていただきたいと思います。 

 次に、１８番目のはしご自動車の今後の

運用でございます。もうええとこまでいっ

てる感じで、本当に実現するという感じに

なっていると思います。より効率的に考え

ていただいて、進めていただきますように

よろしくお願いします。また、更新すると

きは、ぜひはしご車をオークションで売っ

てもらいますように、よろしくお願いしま

す。 

 次、１９番目、応急手当普及啓発活動事

業についてです。令和５年度に比べると１

７６人増加、４７１人とのことです。これ

は高く評価したいと思います。多くの人に

受講いただいて、いざというときにできる

ようになるのは大事なことやと思います。 

 私、少し苦い経験がありまして、今から

２４年前の１２月３０日、市議会議員にな

ってすぐのときですけど、家の近くの府道

で、大学に通っている学生が、バイクで、

歩道に乗り上げて、飛ばされて倒れました。

警察官がすぐ来て、交通整理をしてくれま

した。でも、その子はショックで呼吸が止

まっていました。私も人工呼吸したりとい

うことが分からず、結局、その子は亡くな

ったんです。次の日に行ったら、すごい数

の花束が置いてありました。あのときに、

警察官もそうですし、私もそうですが、知

識があって、呼吸を見て止まっていた場合、

救命措置をしていたら助かっていたかも

しれないという苦い思い出があります。 

 だから一人でも多く知識を持って、いざ

というときに対応できるようにしてもら

うのは、安全・安心の面では非常に大事な

ことやと思ってまして、高く評価をしたい

と思いますので、ぜひともこれからも頑張

っていただきたいと思います。 

 その中で、時間短縮のためにｅラーニン

グを活用されているということで、実は私

も受けました。１時間か１時間半ぐらいビ

デオを見ます。その後、講習を受けて、そ

の分、時間を短縮するという工夫もされて

います。本来は３時間ほどありますが、１

時間半ぐらいで終われるようにやってい

ただいていることも、増えた要因だと書い

てあります。とにかくこれからもしっかり

増やしていただく。これについて、目標と

かあるのか、どれぐらいまでやっていこう

とされているのか、聞いておきます。 

 次、２０番目、消防団員の募集も随分御

苦労をかけてやっていただいていると思

います。重々承知をしているわけです。私

も消防団員ですから分かります。それはそ

れでしっかり頑張っていただく。 

 もう一方では、災害のときに、もう少し

消防団員もスキルアップをできるように、

消防の方も、災害のときには、災害復旧と

かいろいろやらなあかんという立場でも

あります。もちろんやっていると思います。

消防団員ももう少し、そういう観点を持つ、

訓練をするみたいなことも含めながら、市

全体として災害に強くしていくことも、頭

の片隅に置いといていただいて、やってい

ただきたいと思っています。 

 次、２１番目、消防活動事業です。これ

ももう頭が下がる思いでございます。日々

努力していただいてまして、様々にスキル

アップしないといけません。だから、改め

ていろんな免許も取りながら挑戦してい

ただいているということで、感謝したいと

思います。これからもこの思いで頑張って
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いただきますように、これはエールを送ら

せていただきます。 

以上です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員からありまし

た人事評価システムに関わっての資料に

ついては、また後日、委員会へ提出いただ

きますように、委員長からも要請しておき

たいと思います。 

 それでは、松本課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります７点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１番、人事評価でござい

ます。肝の部分でございますが、人事評価

の肝、最大の意義は、人材育成でございま

す。目標の設定であったり、あるいは結果

をフィードバックしたりすることが、何よ

り大切なこととなります。 

 能力評価につきましては、職位ごとに定

めております標準職務遂行能力に対して、

それ以上の能力があれば高評価、一方、不

足している場合、これは指導が必要となり

ます。求められる能力として、摂津市職員

育成・行動基本計画におきまして、業務遂

行、コミュニケーション、指導育成、政策

形成、コンプライアンスと定めております。

管理職はＡＢＣの３段階、課長代理級以下

はＡからＥの５段階で評価をします。評価

者は、評価の根拠となる業務遂行上の行動

を必ず記録をすることになります。その評

価の結果について具体的にフィードバッ

クを行うことになります。 

 業績評価につきましては、その期間にお

いて明確に目標を定め、達成することとな

ります。 

 この目標について、係長級以上は、特に

行政経営戦略や分野別計画を基にした組

織目標、本質の目標をどう達成するかが肝

となります。この目標がぶれると、結果も

ぶれることになります。 

 目標には難易度を設定しておりまして、

ＡからＣの３段階、達成度も同じくＡから

Ｃの３段階で評価をすることになります。

従いまして、難しい目標を達成するとＡＡ

ということになります。なお、分かりにく

いかもしれませんけれども、１回目の答弁

で申し上げましたアルファベットは給与

反映のものであり、今申し上げましたのは

人事評価のものとなります。 

 質問番号２番、給与に関することであっ

たかと思います。まず、初任給ですけれど

も、５年前と比べまして大卒で本給のみで

３万４，５００円上がっております。給料

表全体におきましては、昨年度の補正予算

の際にお示ししておりますけれども、給料

の改定率、これは正規職員で３．９６％と

なってございます。特に令和６年人事院勧

告は、民間給与の状況を反映して約３０年

ぶりとなる高水準のベースアップであり

まして、かつ若年層に特に重点を置きつつ、

全ての職員を対象に給料表を引上げ改定

している内容となっております。 

 地域手当につきましては、令和６年人事

院勧告で大くくり化として大阪府下は統

一されまして、大阪市と吹田市を除き、令

和９年度には１２％となることが示され

ました。これまでのように摂津市の周りを

給地の高い市が囲む状況はなくなりまし

た。摂津市では、人事院勧告に従いまして、

令和７年度は１０％としております。なお、

今年の人事院勧告で令和８年度の地域手

当について、摂津市は１１％とする勧告が

出てございます。 

 続きまして、質問番号３番、採用につい

てでございます。この具体的な取組とのお

問いであったと思います。まずはデジタル

ツールの導入で、採用に係ります受験者の
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応募ほか採用システムを活用しています。

私は、個人的には手書きのエントリーシー

トにより丁寧さを見ることで、受験者のこ

とが少し分かるような気がしておりまし

た。他市、民間を含めて、もう手書きのエ

ントリーシートを使っているところは、ほ

ぼなくなっております。なお、システム導

入により、システム上のみでの受験申込み

となっています。こうした採用への申込み

を円滑に行えるようにすること、あと採用

管理機能、あるいは受験者への連絡も同時

に行うことができるというシステムにな

ります。 

 また、このシステムの中では、先輩職員

のことや、採用情報の掲載も行えることで、

広告の多チャンネル化、あるいは採用前に

おける詳細な情報提供を行えるものとな

っています。 

 それと、ブラッシュアップです。本市で

は人物重視の採用試験で、二次試験、三次

試験、四次試験と面接を重ねてきました。

ただ、どうしても時間を要してしまいます。

他市では二次試験が最終試験という自治

体もございます。そこで内容はそのままに

して、面接を一次試験の中に組み込んで、

試験の期間の短縮に努め、最終合格を２週

間程度早く出せるようにしております。 

 採用予定者に対するフォローアップに

つきましても、最終合格者に対する採用説

明会の際に、身近な先輩となる職員に職場

の雰囲気などの相談ができる機会を設け

たり、農業祭などの市のイベントを告知し、

少しでも自分が働く市のイメージを生で

感じてもらう、摂津市で働くイメージがで

きる環境をつくっております。 

 質問番号４番です。第三者委員会のお話

がありましたけれども、第三者委員会から

の報告書は令和３年３月に示されており

ます。不祥事についての概略といいますか、

その後、どう取り組んできたかだと思いま

す。再発防止に向けた提言を受けまして、

事務処理ミス報告書を作成したり、摂津市

職員育成・行動基本計画における全職員の

標準職務遂行能力にコミュニケーション

や、あるいはコンプライアンスという項目

を入れたり、このコンプライアンスに係る

会議体を設置したり、コンプライアンスの

研修を実施したりしてまいりました。 

 こうした中で、意識という部分は非常に

大きいと思っております。それは管理職と

しての意識、担当としての意識でございま

す。なかなか意識を変えるのは困難なこと

でございますが、それでも部下の意識を変

える、これは例えば管理職が背中を見せた

り、管理職がしっかりと本質に沿った指導

をする、ＯＪＴで適宜指導することが重要

でございます。決裁のときなど、そういっ

た機会もございます。もちろん人は間違い

を指導されて成長していく。その成長する

中で、結果としてミスをしてしまうことも

ございます。これをどう繰り返さないよう

にするかであると思っております。 

 質問番号５番の中に三つほど質問があ

ったかと思います。まず、一つ目ですけれ

ども、三つの能力開発事業、階層別、職種

別、組織課題別能力開発事業として行って

いることについてでございます。研修には

それぞれ目的がございます。階層別能力開

発事業は、経験年数や職位に応じて求めら

れる能力を育成する、職種別能力開発事業

は、職種や各職場で求められる専門的な能

力を育成する、組織課題別能力開発事業は、

組織全般に必要な職務能力を育成するこ

とが、それぞれの目的となります。この目

的に応じて事業を分けております。 

 次に、二つ目です。人事異動のお話であ
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ったかと思います。委員からもありました

とおり、摂津市職員育成・行動基本計画に

は、人事異動サイクルの適正化として、適

正なジョブローテーションの実施、入庁後

１０年までに原則３部署を経験できるよ

うに人事異動を行うこととし、そのサイク

ルは３年を基本としますとあります。 

 以前から入庁１０年で３か所というこ

とはございましたが、質問番号１番の１回

目で答弁いたしましたように、令和７年２

月に職員意識調査を実施しておりまして、

そこで現状の３年に１回の異動について

課題があるかという質問に対して、課題が

あるといった回答が６３％ございました。

具体的には、その意見としては、３年サイ

クルは短い、覚えた途端、異動になるとい

った意見が多くございました。現に令和７

年４月の人事異動は、前年度よりも少なく

なっております。委員がおっしゃった５年

という年数を決めるかどうかはさておき、

引き続き適材適所に努めてまいります。 

 三つ目、人事異動チャレンジ制度につい

てでございます。これまでどの部署でも希

望を書く仕組みでございましたけれども、

希望部署は一定の偏りがございました。職

員が持つ能力、経験を新たな組織で生かす

ことで、組織の活性化を図るとともに、業

務改善や業務の効率化を達成することを

目的とすることはこのままといたしまし

て、令和６年度は産業の振興、地域の活性

化に係る施策、学びの環境を整える施策、

出生数の増加に係る施策、高齢者に優しい

環境構築に係る施策の四つに対する募集

を行いました。結果的には応募はなかった

状況でございます。 

 あと、質問番号６番、摂津市特定事業主

行動計画についてでございます。この中に

四つほど質問があったかと思います。まず

一つ目ですが、男性の育休についてであっ

たかと思います。大阪府下でも取得率は高

い数字となっております。取得しにくい職

場ですが、例えば繁忙期、あるいは育児休

業が重なるという例はあろうかと思いま

す。そうした場合は、所属長とよくよく面

談をして時期をずらしたり、場合によって

は短くしている場合はございます。 

 あと、時間外が平均より多い課につきま

しても育児休業を取得している職員は当

然おりますし、ライン職で決裁権を持って

いても育児休業を取得している職員はご

ざいます。人事課としましては、現に１年

など、長期間となる場合は、事前に所属長

からヒアリングした上で、正規職員を配置

するなど対応している状況でございます。 

 二つ目、採用職員の女性の割合が減って

いることでのお問いであったかと思いま

す。摂津市特定事業主行動計画の一般行政

職ではなくて、全職員に占める女性の割合

ですけれども、３２．６％となっておりま

す。以前と比べ女性職員の割合は増えてお

りますが、採用の女性の割合がこの数字を

下回ると３２．６％より下がりますし、上

回ると３２．６％より上がることになりま

す。現役女性職員のメッセージを発信する

等、目標値を達成できるように継続して発

信を行ってまいります。いずれにしまして

も、この１年での変化は、偶然や、あるい

は外部的な要因による一時的なものかも

しれません。そのため、減少傾向が続くの

か、また後の年度で逆転することになるの

か、引き続き組織に合った人材を確保して

まいります。 

 三つ目、管理的地位を占める女性職員の

割合が上がらない原因であったかと思い

ます。令和５年６月に実施いたしました働

き方に関する職員意識アンケートにおき
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まして、女性職員が係長になることを希望

しない理由として、自分に係長級職員に必

要な能力が備わっていないと思うから、仕

事と家庭の両立が困難になると思うから、

職務や職責が給料に見合っていないと思

うから、業務が多忙になると思うから、こ

ういったことが挙げられ、これらの理由に

よって、係長昇任試験の申込みをちゅうち

ょして、管理的地位に占める女性の割合が

伸び悩んでいると考えられます。現に係長

昇任試験において受験する年代が、出産、

子育て期に係る職員が多くを占め、女性の

受験者、合格者が男性に比べ圧倒的に少な

い現状がございます。研修等を通じて、職

場全体での働きやすい職場環境を整える

こと。あるいは、女性のキャリアアップを

しっかりと考えることができる職場づく

りの意識づけを行うことで、引き続き増加

に向けて進めていきたいと考えておりま

す。 

 質問番号６番の四つ目、男女の給料差に

ついてです。これは社会全般に言える話だ

とは思いますが、主たる扶養者に支給する

扶養手当について男性職員が多いこと、配

偶者と住む住宅において、男性職員のほう

が契約者となることが多いこと、時間外勤

務手当においての時間数が男性職員のほ

うが多いことがあると考えております。 

 質問番号７番、職員厚生会についてでご

ざいます。職員厚生会では、毎年事業計画

といったものを策定しております。事業内

容を申し上げますと、例えば、厚生会の普

通会計としまして、資格取得費の補助です

とか、人間ドックの助成などを行っており

ます。これらは市からの補助金と職員の会

費の折半で行っております。ほかには厚生

会の福利事業特別会計として職員食堂に

関することがございます。なお、お問いに

ありました退職金ですけれども、退職金の

支払いはございませんが、自治労共済に毎

月３００円、職員が会費として積み上げて

おりまして、その制度の中に退職せんべつ

金給付１万８，０００円はございます。た

だ、補助金は入っておりません。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号８番、広報板の修

繕、撤去についてお答えいたします。 

 広報板の修繕は、シルバー人材センター

から月末ごとに点検した報告を受け、広報

課職員が広報板の損傷の程度を現地確認

し、優先順位をつけた上で必要に応じて対

応しております。また、令和７年１月に、

区域内に広報板がある自治会に対しての

アンケート調査を実施し、広報板の使用状

況や今後の必要性などについて御意見を

伺いました。さらに、自治会がない区域の

広報板については、使用状況や劣化具合を

広報課職員が現地確認し、不要と判断した

ものを撤去するなど、年間で９台の修繕、

８台の撤去を行いました。 

 今後、限られた予算の中で、市内に１９

４台ございます広報板を、一定の使用可能

な状態で維持できるようにするためには、

計画的な修繕や撤去が必要となります。今

後もアンケート調査の結果を踏まえまし

て、不要と回答があった広報板がある自治

会や、広報板が密集している地域の自治会

を対象にヒアリングを実施し、撤去を含め

た適正な配置について検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 質問番号１１番

の２回目でございます。鳥飼東小学校跡地

活用ではどこに視察に行ったか、小学校の
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跡地活用のワークショップの詳細と、わい

わいガヤガヤ祭などの新たなアプローチ

についてでございます。 

 まず、視察について、先ほど峰松委員へ

の答弁でも水族館の話がありました。職員

自主研究グループの発表で、小学校の跡地

活用として水族館が非常にインパクトの

ある使い方で、我々もなるほどと思いまし

た。神戸市にある湊山小学校の跡地では、

みなとやま水族館として活用されており

ます。こちらは、地域のコンセプトとしま

しては、市外からの集客、地域力の活性化

を目指すというところで跡地活用をされ

ている事例でございます。民間からの事業

提案を受けた民間活力による事例として

視察させていただいております。 

 ワークショップについてです。２月２８

日に実施した鳥飼東小学校跡地活用のワ

ークショップでは、事前に行ったアイデア

募集を基に、鳥飼まちづくりグランドデザ

インの三つのエリアの将来予想の実現に

向けて、鳥飼東小学校の跡地をまずどんな

場所にしていきたいのか、どんな使い方を

したいかなどについて、参加者の皆さんで

議論していただきました。 

 方向性としましては、市内外から人が集

まる場所にしたいというのがワークショ

ップの結果となっておりまして、今年度は

そういった跡地活用に向けて民間事業者

にサウンディング調査を行っているとこ

ろでございます。 

 続きまして、わいわいガヤガヤ祭での新

たなアプローチです。わいわいガヤガヤ祭

は、多世代の方が多く集まるイベントであ

ることから、淀川河川敷のにぎわい創出に

向けて、シール貼りのアンケート形式で、

淀川河川敷にあったらいいなと思うもの

というお題で御意見をお伺いし、参加者か

ら幅広い意見の聞き取りを行い、淀川河川

敷のにぎわいの実現に向けて、何が必要か

を参加者と一緒に考えるワークショップ

を行っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 質問

番号１３番の御質問にお答えいたします。 

 評価替えにつきましては、地方税法の規

定により、３年ごとに行われているもので

ございます。前回は、令和６年度が評価替

えの年でございました。次回は令和９年度

でございまして、和暦で３の倍数の年度が

評価替えの年となっております。 

 参考までに、過去に遡って実績を申し上

げますと、評価替えの年に審査申出が出や

すい状況にございます。ここ１０年ほどは

申出がない状況が続いておりますが、平成

２７年度に１件、平成２４年度に３件、評

価替えの年ではございませんが、平成２５

年度に２件などとなっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 １４番目、女性

政策推進研究会について御答弁申し上げ

ます。 

 こちらの内容でございますけれども、ま

ず先ほど人事課の御答弁にもありました

ように、令和５年度に実施された働き方に

対する職員意識アンケート調査の結果に

よって、昇任希望する男性職員が６３％、

女性職員が２４％と大きな差異がござい

ました。女性職員の多くが昇任を目指して

いない状況であることが分かりまた。その

原因につきましては、自身に係長級職員に

必要な能力が備わっていないと思うから、

仕事と家庭の両立が困難になると思うか

ら、職務や職責が給与に見合っていないと
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思うからという例が挙げられております。 

 そういったことを踏まえまして、まず研

究会の中では、女性が管理職になることに

ついて研究員自身が考えるメリットやデ

メリット、身近で考える課題についての共

有を図りました。そして、管理職の現状を

知り、イメージとのギャップを埋めること

で不安の解消につなげることを目的に、女

性管理職からの話を聴いて、研究員の中に

ある管理職という存在のイメージの具体

化を図りました。そういった共有を踏まえ

ながら、後半には具体的に、昇任意欲が高

まる組織変革に必要な働きやすい環境づ

くりがどういったものなのか、協議を進め

てまいりました。 

 ただ、大体１回につき２時間程度の研究

会で、日程調整をした上で開催するのです

が、繁忙期や、突発的な事由等で、研究員

が全員集まるのはなかなか難しくござい

ます。研究員皆さんの御意見を少しでも満

遍なく共有することを目的に、お昼休みを

利用しまして、円滑な会議の運営、コミュ

ニケーションの効率化を目的に、ランチミ

ーティングを取り入れながら、研究会を進

めてまいりました。 

 状況としましては以上でございます。 

○安藤薫委員長 大坪課長。 

○大坪予防課長 質問番号１５番の２回

目の２点の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、１点目の違反対象物公表制度につ

いてです。消防法令に関する重大な違反の

ある防火対象物について、違反している内

容をホームページで公表し、防火安全に対

する認識を高め、火災被害の軽減を図ると

ともに、防火対象物の関係者による防火管

理業務の適正化及び消防用設備等の設置

促進を目的とし、また利用者が安心して建

物を利用することができるよう、建物の火

災危険性に関する情報を公開するもので

ございます。 

 本市におきましては、平成３０年度から

実施しております。重大な違反のある防火

対象物とは、屋内消火栓設備、スプリンク

ラー設備及び自動火災報知設備が未設置

である場合に公表するものでございます。

委員が御指摘のとおり、令和６年度は１件

公表しておりましたが、関係者に粘り強く

適切な是正指導を継続した結果、違反が改

善されたため、改修終了日をもって、ホー

ムページから公表を取り下げております。 

 次に、市内の住宅用火災警報器設置状況

についてのお問いです。春と秋、全国火災

予防運動実施に伴う啓発活動の一環とし

まして、年２回、設置状況調査を消防署と

合同で実施し、令和６年度は市内４万３，

３１９世帯に対し、無作為抽出でございま

すが、１，４３２世帯に調査を実施した結

果、設置率が７２％となっております。委

員が御指摘のとおり、平成２２年４月より

一般住宅にも住宅用火災報知設備が義務

化され、徐々にではございますが、住宅用

火災警報器の設置率は上昇傾向にありま

すが、毎年、無作為の抽出により設置率を

調査しておる関係から、調査結果に差が出

るものと分析しております。 

 従前の建物に特化した住宅用火災警報

器の設置の設置必要総数統計調査は実施

しておりません。未設置の世帯に対しては、

生命、身体、財産を守る大切な機器である

ことを丁寧に説明し、ホームページやＳＮ

Ｓを活用し、また小学校区自主防災訓練や

事業所等の消防訓練時に住宅用火災警報

器の設置、啓発活動を実施するとともに、

住宅用火災警報器設置率１００％を目指

せるよう、引き続き啓発活動を粘り強く実

施してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○安藤薫委員長 林副理事。 

○林消防本部副理事 質問番号１６番、災

害時の訓練についてでございます。 

 まず、作戦室について、説明させていた

だきます。作戦室は、大規模災害などが発

生したときに、情報を収集し、各隊に指示

を与える場所となっておりまして、通常時

は、摂津市の消防本部では警備企画室とし

て事務をしております。いざというときに

は、ここが作戦室という名前で機器などを

活用して、情報収集いたします。これは５

市それぞれの本部に設置されております。 

 これを踏まえまして、北大阪消防指令セ

ンターでは、震災時の対応マニュアル、風

水害時の対応マニュアル、あと指令システ

ムの障害発生時対応マニュアルを策定し

ておりまして、それぞれのマニュアルに沿

った訓練を年に１回は実施しております。

令和７年２月６日には、作戦室連携訓練と

題しまして、大規模な地震を想定した北大

阪消防指令センターと各市の作戦室、この

連携訓練を５市一斉に実施いたしました。

この訓練によりまして、情報伝達、出動指

令の手順を確認するとともに、指令センタ

ーで管轄内の対応事案及び活動状況の把

握方法や手順を確認いたしました。 

 このときに摂津市消防本部におきまし

ても、１１９番通報時にすぐに対応しなけ

ればならないものについては、指令センタ

ーで指令を出して対応しますが、細々な分

については、作戦室のデータとして取り込

まれております。これを作戦室指令台とい

いまして、指令センターと全く同じ機能を

持つものですけれども、こちらで確認、専

用回線によるテレビ会議により、指令セン

ターにいる摂津市の指令員と常時対話で

きることを確認し、対応事案及び活動状況

の把握方法、手順を確認いたしました。常

時対話が可能となったことで、情報共有が

正確、迅速なものになってございます。 

 令和７年度以降も継続して各種マニュ

アルに沿った訓練を実施することで、北大

阪消防指令センターや共同運用構成各市

との情報交換及び応援依頼手順の確認を

行い、連携機運の維持・高揚に努めます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 １９番目の御質

問にお答えします。 

 普通救命講習での実技内容におきまし

て重要なところは、意識の確認、１１９番

通報時の周囲の助けを求めること、胸骨圧

迫、ＡＥＤの操作でございます。仮に道路

上などで倒れられた方がおられ、その場に

居合わせた場合は、まず意識を確認して、

意識がない場合、直ちに１１９番通報して

ください。現在は、１１９番を受けます指

令員が、救急車の出動指令をかけながら、

胸骨圧迫などの心肺蘇生法の方法を電話

口でお伝えいたします。その際に、実施す

べき行動を冷静に行えるよう、事前に身に

つけるための講習となります。その場に居

合わせた場合にできることを身につけ、大

切な命を守るために、ぜひこの普通救命講

習を受講していただきたいと思います。 

 今後もｅラーニングを活用して、短縮型

の講習を積極的に案内いたしまして、実技

を中心とした、より実践的な普通救命講習

を普及させまして、救命率の向上を目指し、

安全・安心のまちづくりに努めてまいりた

いと考えております。 

○安藤薫委員長 平井公室長。 

○平井市長公室長 人事課の関連で幾つ

か御質問をいただいておりまして、その答

弁につきましては人事課長が申し上げた
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とおり、詳細につきましてもそのとおりで

ございますが、私から、幾つか補足的に答

弁させていただきます。 

 まず、人事評価制度ですけども、制度上

は、先ほど人事課長が申し上げたとおりで、

制度内容が分かる資料につきましては、ま

た委員長と御相談の上、お示しさせていた

だきたいと思っています。簡潔に申します

と、人事評価制度は人材育成が目的ですが、

もう少し分かりやすく言いますと、職員の

能力の向上と、あと職員のモチベーション

の向上、この２点を目指してやっているこ

とが、地方公務員法には位置づけられてい

るかと思います。 

 あくまで絶対評価になりますので、職位

でありますとか、経験年数でありますとか、

職員個々に求められるものが異なります。

面談などを上司と部下でやっていく中に

おいて、共通認識を持った上で、その職員

個々の目標に応じた評価を行うのが人事

評価制度です。そして、職員の能力の向上

と職員のモチベーションの向上を図って

いくのが最大の狙いと捉えております。 

 あとは給与制度として、昇格制度でも、

その人事評価を活用することによって、目

的が実現できるような制度になるように

我々は取り組んでおります。制度的にもブ

ラッシュアップしていく必要があると思

いますので、職員のアンケートとか、職員

の意見を聴きながら、取り組んでいきたい

と考えているところでございます。 

 次に、給与の関係ですけども、ここ最近、

去年とか今年の人事院勧告を見ていても、

初任給の上り幅がすごく大きいです。人口

減少社会の中、国家公務員の確保は国も課

題意識を持っております。その中で民間は

もっと進んでいる状況かと、私もそのよう

に捉えています。その中で、人材確保の観

点で、初任給が大きく上がっている状況で

して、公民格差を調べた上で、国もその結

果、初任給の大きな引上げがないと、なか

なか確保が難しい状況になって、それが今

回の人事院勧告になっていると思います。 

 ただ、制度上は、今まで公務員の給与は

緩やかに上昇していく、緩やかなカーブと

我々申し上げているんですけども、そうい

った給与制度になっていましたが、去年と

か今年の人事院勧告を見ていますと、初任

給は割と高めに上がって、当然、現職の職

員を逆転することはないんですけども、た

だ全体として若年層のところで大きく給

与が上がる体系になっていまして、一定の

年齢層に行くと、今度はカーブが緩やかに

なっています。ですから、全体としてみま

すと、これまで大体均等的に上がっていた

給与が、若年層のところで上がって、一定

の年齢にいくと少し緩やかなカーブにな

っているのが今のトレンドでして、これも

人材確保が非常に難しい社会といいます

か、そのような状況になっていることが反

映していると考えております。 

 あと、採用１０年で３か所の異動の話で

ございます。これにつきましては、行政の

分野にはいろんなジャンルの仕事がござ

います。例えば窓口業務でありますとか、

庶務でありますとか、経理でありますとか、

あるいは企画、人事、いろんなジャンルが

ございます。どういった仕事が向いている

のか、今後どう生かしていくのか、それを

しっかり、職員自身も把握する、組織とし

ても把握する、そういう意味では、複数箇

所の経験が、行政の分野では必要かと我々

は認識しておりますので、そういった考え

が一定ございます。 

 ただ、先ほど人事課長の答弁でもありま

したように、そこに課題があるという御意



- 65 - 

 

見もございますので、その辺は、状況を総

合的に捉えながら、対応していきたいと考

えているところでございます。 

 あと、女性職員の採用の割合が高いとい

うお話もあったかと思います。これにつき

ましては、昨年、一昨年と専門職の採用が

多かったのが、一つ要因としてあるのかと

私は考えております。これは、受験者自体

に圧倒的に女性が多い職種がございます

ので、そういった職種をここ何年か多く採

用している状況もございますので、全体の

女性の割合も増えているかと思います。 

 一般行政部門の採用者数で申し上げま

すと、若干、女性のほうが多いような状況

かと思いますので、全体で見ますと、そん

なに差はないと捉えているところでござ

います。 

 これは人事課長からも答弁がありまし

たけども、男女の給与の差につきまして、

制度上は全くございませんので、先ほどの

要因でありますとか、育児休業など取得期

間が女性のほうが長いという状況がござ

いまして、昇給制度では除算期間等がござ

いますので、その影響もあるのかと思いま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 市長公室長から補足をし

ていただいておりますけども、少し補足の

補足で申し訳ございません。 

 １０年で３か所を異動する制度をつく

ったときに、たまたま人事課におりました。

そのときの趣旨は、１年目は当然、先輩の

教えを受けて、周りのフォローを受けなが

ら仕事をする。２年目には独り立ちをして

ほしい。３年目には自分が新たなことに取

り組んでほしい。こういう趣旨で入庁後１

０年間で３か所という目標を立てました。 

 当時はその目標でしたが、なかなかそれ

が達成できていないのかも分かりません。

１０年間ぐらいで３か所を経験していた

だきたいというのが、当時の我々の思いと

してございました。全庁的にＰＲしたつも

りですけど、なかなか広報し切れていなか

ったということで、今、私自身も反省をい

たしております。 

 それと、職員厚生会の御質問ですけども、

２０年ぐらい前、そういう話題はございま

した。それは市の予算ではなくて、職員厚

生会という大阪府の市町村共済で、そのよ

うな第２の退職金と呼ばれることが新聞

で話題になりまして、年度途中に廃止にな

ったことがございました。今いてる職員は、

そういう掛金を掛けていることは一切ご

ざいません。私におきましても、当時、何

年か掛けておりましたが、そのときに掛け

た金額の相当分を一時金として頂戴した

記憶はございます。 

 それと、職員厚生会の中で、当時一つ問

題になったのが、個人給付的な給付がある

と。それは、１万円を超えるような商品券

でございましたが、一時所得になるとの御

指摘もございました。職員団体といろいろ

協議をいたしまして、現在、１万円以上を

個人給付していることは一切ございませ

ん。人間ドックの補助として２分の１で４，

５００円の上限、あとは職員が自主的に資

格を取られたときに、それを支援すること

はございます。過去は、１０年、２０年、

３０年というところで職員表彰をいたし

ておりました。そのときに記念品として商

品券をお渡ししたり、退職のときに商品券

をお渡ししておりました。それも世間から

すると、少し行き過ぎではないかという議

論がありましたので、そのことも職員団体

と協議をして、今一切そういうことはござ
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いませんので、それだけ御説明をさせてい

ただきます。 

○安藤薫委員長 藤浦委員の質疑がまだ

途中ではございますけども、本日はこの程

度にとどめて散会をいたします。 

（午後４時５４分 散会） 
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